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第 83 回 調達価格等算定委員会 

 

日時 令和５年１月 17 日（火）13：01～15：39 

場所 オンライン会議 

 

１．開会 

 

○能村課長 

 それでは定刻、すいません。過ぎてしまいましたけれども、ただ今から第 83 回調達価格

等算定委員会を開催いたします。皆さまにおかれましては、ご多忙のところご出席いただき

まして誠にありがとうございます。また、本年初めての開催でございますが、今年もどうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 オンラインでの開催に当たりまして、事務的に留意点を２点申し上げます。 

 委員の先生方におかれましては、ネット環境の安定性の観点から、委員会中はビデオをオ

フの状態にしていただきますようお願いいたします。また、ご発言いただく時以外はマイク

をミュートの状態にしていただきますようお願いいたします。 

 また、２点目です。通信のトラブルが生じた際には、事前にお伝えしております事務局の

メールアドレス、電話番号にご連絡をいただければと思います。改善が見られない場合には、

電話にて音声をつなぐ形で進めさせていただきます。 

 

２．議事 

 （１）バイオマス発電について 

 （２）入札制・地域活用要件について 

 （３）その他の論点について 

 

○能村課長 

 それでは、髙村委員長に事後の議事進行をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。先生方、本年もどうぞよろしくお願いいたします。お手元の議事

次第にありますとおりですが、本日はバイオマス発電、そして入札制と地域活用要件、その

他の論点についてご審議、ご議論をいただきたいと思います。 

 まず、事務局から本日の資料の確認をお願いできますでしょうか。 

○能村課長 

 事務局でございます。インターネット中継をご覧の皆さまにおかれましては、経産省のホ

ームページにアップロードしておりますファイルをご覧いただければと思います。 

 配付資料一覧にありますとおり、議事次第、委員等名簿、資料１といたしまして「バオマ
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ス発電について」、資料２といたしまして「入札制・地域活用要件について」、資料３「その

他の論点について」、参考資料１といたしましてバイオマスＷＧからの報告をご用意してお

ります。以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。それでは早速ですけれども、本日の議事に入ってまいります。本

日ですけれども、前半に資料の１だと思いますが、バイオマス発電について、それから後半

に、その後の残っている入札制・地域活用要件、その他の論点について、大きく２つに分け

て議論をいただく形で進めていきたいというふうに考えております。 

 それでは、まず事務局から資料１についてご説明をお願いできますでしょうか。 

○能村課長 

 事務局でございます。お手元の資料１をご覧いただければと思います。「バイオマス発電

について」でございます。 

 まず資料２ページ目をご覧いただきます。本日ご議論いただきたい事項でございます。 

 まずバイオマス発電につきましては、昨年度のご議論を踏まえまして、2023 年度にＦＩ

Ｔのみ認められる対象など、2023 年度の調達価格など、新規燃料の取り扱いについてご議

論をいただいているところでございます。 

 本日のご議論では、以下の主な３点につきましてご議論をいただければと思ってござい

ます。１つ目、2024 年度以降にＦＩＰ制度のみ認められる対象、入札対象。 

また、（２）2024 年度の調達価格・基準価格。（３）2023 年度の取り扱い（新規燃料の取り

扱いなど）ということでございます。 

 また、2023 年度の入札制（募集回数・容量、上限価格等）につきましては、資料２での

ご審議となります。 

 資料につきましては、資料の７ページ目をご覧いただければと思います。これは昨年 10

月にご説明してございますけれども、それぞれ各国におきましては、それぞれ支援対象を見

ながら、それぞれＦＩＰの入札のみ認められるもの、またＦＩＴを引き続きやっているもの

など、それぞれの設備形態、燃料種によりましてさまざまな支援を講じているという状況で

ございます。 

 また、資料の９ページ目、日本におけますバイオマス発電のＦＩＴの認定状況でございま

す。2021 年度の認定のところ、一番右下はところの合計量でございますが、約 37 万ｋＷと

いうところの認定量ということで、昨年に比べると非常に多い認定量になっているという

ことでございます。内訳を見ますと、メタン発酵バイオガス、左上のところの 2021 年度の

認定のところを見ていただければと思いますが、そこの欄。また、2,000ｋＷ未満の未利用

材のところ。また、右下に目を転じていただきまして、一般廃棄物その他バイオマスの

10,000ｋＷ未満、10,000ｋＷ以上のところがそれぞれ数字が前年に比較すると多くなって

いるという状況でございます。 

 資料 10 ページ目をご覧いただきますと、導入量でございます。導入量につきましては、
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ほぼ昨年度と同じようなペースという形の状況でございます。 

 資料 11 ページ目をご覧いただければと思います。入札結果でございます。これまでのご

議論で、第５回 2022 年度下半期におけます入札上限価格を 18 円にするぞといったご審議

をいただきまして、ご報告もさせていただいたところでございます。 

 今年度の入札におきましては、入札参加申し込み件数はゼロという形になってございま

して、従って、入札容量、落札容量もゼロとなっているという状況でございます。 

 資料 12 ページ目以降でございます。まず、コストデータに関するものでございます。 

 13 ページ目をご覧いただきますと、一般木質等の資本費関係からのご説明になります。

まず１つ目の四角に書いていますとおり、一般木材との資本費、コストデータですが、平均

値 42 万円／ｋＷ、中央値 42 万円／ｋＷとなっておりまして、想定値 41 万円／ｋＷとほぼ

同水準となるということでございます。 

 未利用材でございますが、まず 2,000ｋＷ以上のところの資本費のコストデータですが、

平均値 48.9 万円／ｋＷ、中央値 47.5 万円／ｋＷとなってございまして、想定値 41 万円／

ｋＷをやや上回っているという状況でございます。 

 この２つの一般木材と未利用材の 2,000ｋＷ以上のデータをプロットしたものが左側の

図になってございます。おおむね想定値を上回るもの、下回るもの両方あるという状況でご

ざいます。ただ、小さいものにつきましては、資本費がやや上振れのほうでばらついている

というものでございます。 

 ３つ目の四角は未利用材 2,000ｋＷ未満のコストデータでございます。平均値 130.4 万円

／ｋＷ、中央値は 124.6 万円／ｋＷということで、想定値 62 万円／ｋＷを上回っていると

いうことですが、分散も非常に大きいということで、62 万円を下回っているものもござい

ますが、やや上のほうで分散をしているという状況でございます。 

 14 ページ目、一般木質等の建廃、建設資材廃棄物の資本費のコストデータでございます

１つ目の四角に書いてございますが、平均値は 60.3 万円／ｋＷ、中央値 49.1 万円／ｋＷと

いうことで、想定値 35 万円／ｋＷを上回っているという状況でございます。左下に出力と

資本費の関係でございますが、下回っているものもあれば、やはり小規模なものにつきまし

ては上振れの形で分散をしているという状況でございます。 

 なお、バイオマス液体燃料の資本費のコストデータは６件ありまして、平均値 41.4、ま

た、中央値は 13.9 万円／ｋＷとなっている状況でございます。 

 続きまして、資料 15 ページ目でございます。一般木質等の運転維持費の関係でございま

す。１つ目の四角に書いていますとおり、一般木材等の運転維持費のコストデータでござい

ますが、平均値 3.8、中央値 3.6／ｋＷ／年となってございまして、想定値 2.7 万円／ｋＷ

／年を上回っているが、分散も大きいという状況でございます。 

 未利用材の 2,000ｋＷ以上につきまして、平均値 4.9、中央値 4.7 万円／ｋＷ／年となっ

ておりまして、想定値を 2.7 万円／ｋＷ／年でございますので、上回っているという状況で

ございます。 
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 左下のほうですけれども、この２つのデータをプロットした図がございます。これも想定

値を上回るもの、下回るもの両方ありますが、同じような傾向として小規模なものほど分散

が大きくなっているという状況でございます。 

 未利用材の 2,000ｋＷ未満の運転維持費のコストデータを４つ目の四角に書いてござい

ますけれども、平均値 8.2、中央値 7.1、想定値 6.4 万円／ｋＷ／年でございますので、 

右側のほうに図を描いてございますけれども、下回っているものもあれば上回っているも

のもあるという状況で、それぞれ分散についてやはり先ほどと同じように、小さいものであ

ればあるほど分散が大きいという状況でございます。 

 続きまして、資料 16 ページ目でございます。バイオマス燃料の燃料費発電の燃料費でご

ざいます。まず未利用材 2,000ｋＷ未満の燃料費のコストデータですけれども、平均値 950

円／ＧＪ、中央値が 926 円／ＧＪとなっておりまして、想定値 900 円／ＧＪとおおむね同

水準なのかなというふうに見られるところでございます。 

 また、未利用材 2,000ｋＷ以上につきましても、平均値 1,204 円／ＧＪ、中央値 1,121 円

／ＧＪとなっておりまして、想定値 1,200 円／ＧＪとおおむね同水準かなと見受けられま

す。 

 他方で、一般木材と建廃でございますけれども、一般木材の燃料費のコストデータは平均

値 893、中央値 929、想定値が 750 円／ＧＪとなっておりまして、平均値、中央値いずれも

やや上回ってきているぞということでございます。 

 建廃におきましても平均値が 338、中央値が 300、想定値が 200 円／ＧＪでございます。

これも上回っているという状況でございます。引き続き、燃料市場の動向をしっかりと注視

していく必要があるんじゃないかということでございます。 

 これを経年で推移で見たものが 17 ページ目になります。定期報告データの情報というこ

とでございますけれども、燃料費は全体的にはおおむね横ばい的な傾向ではありましたけ

れども、足元、特に一般木材やＰＫＳということで、輸入材というところが中心になってい

るものにつきましては上昇傾向にあるのかなという状況でございます。 

 また、資料 18 ページ目でございます。一般木材等の設備利用率でございます。未利用材

2,000ｋＷ以上、一般木材で 10,000ｋＷ以上のところにつきましては、設備利用率が高い傾

向という状況でございます。 

 一方で、未利用材 2,000ｋＷ未満ですとか、一般木材 10,000ｋＷ未満は比較的低い傾向

ということで、左側にプロットしたものがございますけれども、右側に出力が大きければ大

きいほど想定値に近いところということでございますが、左側はちっちゃければちっちゃ

いほど出力が小さいほど分散が非常に大きくなってきているという状況でございます。 

 ２つ目の四角に書いていますとおり、小規模な案件というところにつきましては国内か

らも燃料調達を主としているということも考えられますし、季節変動などによりまして国

内材の安定的な調達というところは必ずしも容易でないということなども一因かというふ

うに考えられるところでございます。 
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 続きまして、資料 19 ページ目でございます。一般廃棄物その他バイオマスの資本費でご

ざいます。これらの資本費のコストデータですけれども、平均値が 106 万円、中央値が 90

万円／ｋＷとなっているところです。これは想定値を 31 万円／ｋＷでございますので、上

回っているという状況ですが、これは制度開始当初からのヒアリングなどに基づきました

形では、10,000ｋＷ以上の設備に限定した形での想定値を試算しているところでございま

す。そうした 10,000ｋＷ以上のところにフォーカスいたしますと、平均値は 33 万円、中央

値は 37万円となりまして、想定値 31万円とおおむね同水準というふうに見受けられます。

下のほうに書いてございますけれども、想定値を下回るものもあれば、やや上回っているも

のが多いという状況でございます。 

 20 ページ目でございます。運転維持費になります。一般廃棄物の運転維持費の関係です

が、平均値 6.3 万円／ｋＷ／年、中央値が同じく 4.4 万円という形になってございまして、

想定値 2.2 万円／ｋＷ／年を上回っているという状況です。同じように、10,000 万ｋＷ以

上の設備に限定いたしますれば、平均値が 3.1 万円、中央値が 2.8 万円／ｋＷ／年となると

いうことで、想定値に近い水準という状況でございます。 

 同じく一般廃棄物の設備利用率、21 ページ目をご覧いただければと思います。設備利用

率につきましては、平均値が 32.7％、中央値が 32.3％となっておりまして、想定値 46％を

下回っているという状況でございますけれども、右側の拡大図を見ていただきますと、分散

は大きいものの、想定値を超えた設備利用率のものも存在しているという状況でございま

す。 

 なお、やはりごみの受け入れ状況などによりまして、設備利用率に変動が生じ得るという

点には留意が必要だということでございます。 

 続きまして、資料 22 ページ目をご覧いただければと思います。メタン発酵バイオマスに

ついての資本費・運転維持費についてでございます。特に昨年も非常にご議論いただきまし

て、500ｋＷ未満の原料混合に着目いたしましてご議論をいただきました。そうした中で、

資本費の想定値につきまして、2023 年度については 360 万円から 243 万円という形に見直

しをするという形になってございます。 

 こうした中で、まず足元の平均値 251.5 万円、中央値は 223.2 万円／ｋＷとなっており

まして、2023 年度の想定値 243 万円／ｋＷとおおむね同水準になってきているという状況

でございます。 

 また、運転維持費のコストデータですけれども、平均値 12.4、中央値は 6.4 万円／ｋＷ／

年となっておりまして、2023 年度の想定値 18.4 万円／ｋＷ／年を下回っているという状

況でございます。 

 なお、下に書いてございますとおり、500ｋＷ未満の原料混合に限りますと、先ほどの運

転維持費につきましては平均値が 32.6 万円／ｋＷ／年、中央値が 23.5 万円／ｋＷ／年とい

う形の状況ということでございます。 

 続きまして、設備利用率になります。23 ページ目をご覧いただければと思います。全体
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的には想定値 70％を下回っているという状況ですが、非常に分散も大きいということで、

昨年もご議論を本委員会でもいただいたところでございます。右側にいくつか種類ごとに

平均値、中央値をプロットして示しておりますけれども、家畜ふん尿、下水汚泥につきまし

ては平均値、中央値、いずれも想定値の近傍にあるということでございますが、その他の種

類につきましては設備利用率が低いという状況でございました。こうした中で、メタン発酵

バイオマスガスの設備利用率について、もう少し丁寧に調べていくというご指摘をいただ

いているところでございます。 

 資料 24 ページ目をご覧いただければと思います。昨年の本委員会でのご議論を踏まえま

して、本年、メタン発酵バイオガスについての設備利用率についての動向詳細を把握するた

めの調査を行ってございます。昨年の９月から 10 月にかけまして、稼働済みのＦＩＴ認定

設備 199 件に対しましてアンケート調査を実施してございます。回答率 40％、回答件数は

80 件となってございます。 

 具体的な質問の内容でございますが、設備利用率につきまして、事業計画時の想定と比べ

て高い／低い／同水準かということ、また、それぞれの理由などにつきまして質問をしてい

るということでございます。 

 ３つ目の四角に書いていますとおり、全体的な回答の傾向ですが、回答のほとんどが事業

計画時の想定と比して設備利用率の実績は変わらない、もしくは低くなっているという状

況でございました。 

 特に、設備利用率の左右を決する要因といたしましては、設備管理の関係、また、原料調

達や発酵槽の管理を含めた、メタン発酵バイオガス生成の適切な実施などが上げられてい

るところでございます。 

 左下に事業計画時の想定に対する設備利用率の実績ということで、この緑色と青色とい

うところで、緑色が計画時から変わらないといったもののパーセンテージ、また、青色が計

画時より低くなっているという形のパーセンテージになってございます。 

 右側にいくつかの先ほどの要因というところをまとめてございます。設備利用率を高く

するための工夫といたしましては、先ほども少し申し上げましたとおり、定期的なメンテナ

ンスによる適切な設備管理の実施というところが非常に多かったという回答になってござ

います。また、原料の受け入れ・調達を計画的に実施すること、また、配管や脱水機などの

詰まりを防止する措置の実施などが挙げられてございます。 

 一方で、設備利用率が低くなってしまう理由といたしましては、原料の受け入れ・調達量

の不足が発生したため、また、設備の故障・修繕が発生したためなどの指摘がされていると

ころでございます。 

 こうしたコストデータなどを踏まえまして、今後の取り扱いについてが次のチャプター

になります。資料 26 ページ目以降をご覧いただければと思います。26 ページ目をご覧いた

だきますと、まず１つ目、2024 年度以降にＦＩＰ制度のみ認められる対象、入札対象につ

いての案でございます。 
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 １つ目の四角で書いていますとおり、これまでの本委員会におきまして、新規認定でＦＩ

Ｐ制度のみ認められるバイオマス発電の対象につきましては、早期に 1,000ｋＷ以上をＦＩ

Ｐ制度のみ認められることを目指すことといたしまして、原則として 2022 年度につきまし

ては 10,000ｋＷ以上、2023 年度は 2,000ｋＷ以上をＦＩＰ制度のみ認められる対象とした

ところでございます。 

 特に、①、②、③のような理由をご議論いただいたところでございますけれども、特に③

のところにつきまして、2,000ｋＷ以上／未満でコストデータの傾向が異なると。また、分

散が大きいといったことなどがご議論いただいたところでございます。 

 また、２つ目の四角に書いてございますが、今年度につきましては年度途中ではございま

すけれども、現時点ではＦＩＰの新規認定のもの、また、移行認定に関する状況といったと

ころも確認できているというところにおきまして、特にＦＩＰ移行認定におきましては、約

143ＭＷのＦＩＰ認定申請が来ているという状況で、一定の進捗（しんちょく）が見られつ

つあるというところでございますが、ＦＩＰの新規認定の容量は一般木材で 12ＭＷ、建廃

のところで３ＭＷ、一般廃棄物のところで 10ＭＷなどということで、まだ限定的な状況と

いうことでございます。 

 こうした点も踏まえまして、３つ目の四角に書いてございますけれども、 

2024 年度におきましては 2023 年度と同様に、2,000ｋＷ以上をＦＩＰ制度のみ認められる

対象とした上で、今後ＦＩＰ制度の動向なども踏まえながら、早期に 1,000ｋＷ以上をＦＩ

Ｐ制度のみ認められることを目指すとしてはどうかというものでございます。 

 続きまして、資料 27 ページ目をご覧いただければと思います。入札対象範囲でございま

す。2018 年度から入札対象となっております一般木材 10,000ｋＷ以上および液体燃料（全

規模）につきましては、十分なＦＩＴ認定もあるということ。また、海外ではより低コスト

で事業実施できているということなどを踏まえまして、入札対象となっているところでご

ざいます。引き続き、2024 年度も入札対象の範囲としてはどうかというものでございます。 

 続きまして、石炭混焼案件のＦＩＰ移行の取り扱いでございます。石炭混焼案件につきま

しては、2018 年度の本委員会におきまして、コストデータなどの分析の結果、想定値より

も安価に事業実施できていて、ＦＩＰ制度から自立して事業を実施するということが可能

なコスト水準になると考えられることから、新規の認定は行わないといったことをご議論

いただいて、ご決定いただいているところでございます。 

 ２つ目の四角でございますが、こうした新規認定を行わないということではございます

けれども、石炭混焼案件の再エネ特措法に基づく支援からの自立化という観点からは、既に

ＦＩＴ認定を受けた石炭混焼案件につきましては、ＦＩＰ制度への移行を通じて自立化に

向けたステップを踏むことは重要だというふうに考えてございます。 

 こうした点も踏まえまして、既にＦＩＴ認定を受けた石炭混焼案件のＦＩＰ移行につき

ましては認めるということにしてはどうかというものでございます。 

 続きまして、資料の 30 ページ目をご覧いただければと思います。調達価格・基準価格に
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ついてでございます。バイオマス発電の入札対象範囲外につきまして、昨年度の本委員会に

おきましては、コストデータのご議論を踏まえまして、2023 年度の調達価格・基準価格に

つきましては以下のような取りまとめを行っていただいてございます。 

 １つ目はメタン発酵バイオガス以外につきましては、多くのコストデータの平均値・中央

値につきましては想定値を上回るものの、または同水準にあるものの基本的な方向性とし

ては中長期的な自立化を目指しているということを踏まえて想定値を維持したものでござ

います。 

 他方で、メタン発酵バイオガス、途中でもご説明申し上げましたが、今後、案件の増加が

期待、見込まれております原料混合、特に 500ｋW 未満に着目いたしまして、調達価格・基

準価格の想定値を見直したところでございます。 

 ２つ目の矢羽根に書いてございますとおり、今年度 2024 年度に向けた議論でございます

けれども、今年度のコストデータによりますと、それぞれの資本費・運転維持費につきまし

て、基本的に平均値・中央値いずれも 2023 年度の調達価格における想定値を上回る、また

は同等の水準という形ではございます。また、設備利用率については、基本的に平均値・中

央値いずれも想定値を下回る、または同等の水準となっているところでございます。 

 一方で、ばらつきが大きく想定値を下回る、設備利用率の場合は上回るという、そうした

水準も確認できているということ。また、大規模案件に着目すると効率的にできているデー

タもあるということでございます。 

 こうした観点からは、基本的な方向性といたしましては、価格目標で中長期的な自立化を

目指していることなども踏まえますれば、調達価格・基準価格の想定値を 2023 年度よりも

引き上げる、もしくは設備利用率については引き下げるといったことは適当ではないと考

えられます。 

 こうした点も踏まえまして、入札対象範囲外のバイオマス発電、2024 年度のもの、すな

わち一般木材 10,000ｋＷ未満、未利用材 2,000ｋＷ以上、未利用材 2,000ｋＷ未満、建廃、

一般廃棄物その他バイオマス、メタン発酵バイオガスの各区分等の調達価格・基準価格につ

きましては、いずれも 2023 年度の調達価格・基準価格における想定値を維持してはどうか

というものでございます。 

 続きまして、３つ目のアジェンダでございますが、2023 年度の取り扱いといたしまして、

新規燃料の取り扱いなどでございます。資料 32 ページ目をご覧いただければと思います。

これまでの価格算定委のご議論を踏まえながら、また、専門的なご議論といたしましてバイ

オマスワーキンググループのほうでご議論をいただいているところでございます。 

 こうしたバイオマスワーキンググループのほうでのご議論を踏まえまして、下から３つ

目の四角のところに書いてございますけれども、2022 年度にライフサイクルＧＨＧの確認

手段等の残された論点に関するワーキンググループの結論を得た上で、新規燃料の取り扱

いについても検討するという形になってございます。 

 また、本委員会におきましても新規燃料候補の燃料区分について先般ご議論いただいた
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ところでございます。こうしたご議論を踏まえながら、改めてバイオマスＷＧのほうでご議

論いただきまして、持続可能性の確認方法、専門的・技術的な検討を行っていただいたとこ

ろでございます。 

 バイオマスＷＧの結論を踏まえて、改めて本委員会におきましてＦＩＴ／ＦＩＰ制度の

対象、2023 年度からの新規燃料の取り扱いにつきまして、ご議論いただければというもの

でございます。 

 併せまして、バイオマスＷＧにおけますご議論の進捗につきましてもご報告をさせてい

ただければと思ってございます。詳細は参考資料１にございますけれども、ポイントを含め

まして、33 ページ目でご説明をさせていただきたいと思います。 

 今年度のバイオマス持続可能性ＷＧ、いわゆるバイオマスＷＧにおけますご議論という

ことで議論を積み重ねてまいりました。持続可能性の基準、食料競合、ライフサイクルＧＨ

Ｇの項目につきましてご議論を重ねてきたところでございます。 

 まず、表の中に大きく２つ、持続可能性の基準とライフサイクルＧＨＧを書いてございま

すが、まず持続可能性の基準・食料競合につきまして、簡単にご説明をさせていただきたい

と思います。 

 まず、持続可能性の確認に関します経過措置でございますが、ＰＫＳとパームトランクと

いうところで、既にパーム油につきましては昨年度ご報告させていただいたとおり、本年度

末と。2023 年３月末を経過措置の期限とするという形になってございますが、ＰＫＳおよ

びパームトランクにつきましては、これ以上の経過措置の延長を行わないということを前

提といたしまして、経過措置の期間を１年延長し、2024 年３月 31 とすると議論をいただ

いてございます。 

 また、新たな第三者認証の追加ということで、ＰＫＳ、パームトランクが対象となるよう

なＭＳＰＯの、ここに書いてあるもの。また、ＩＳＣＣ Ｊａｐａｎ ＦＩＴ－Ｓｕｓｔａ

ｉｎａｂｌｅ Ｐａｌｍ Ｏｉｌについては追加をするといったご議論をいただいている

ところでございます。 

 また、本委員会でもご議論をいただきたいというところでございますが、新規燃料の候補

に求める持続可能性基準と確認方法についての項目をご覧いただければと思います。バイ

オマスＷＧでご議論を行った新規燃料候補につきまして、算定委の本委員会におきまして、

一般木質または農作物の集荷に伴って生じるバイオマスとして取り扱うといった区分をご

確認いただいたところでございます。 

 これに従いまして、新規燃料候補に求める持続可能性については、既存の農産物の収穫に

伴って生じるバイオマスに求めるものと同じ基準とするという形のご議論をいただいたと

ころでございます。 

 また、ＦＩＴ／ＦＩＰ制度が求める持続可能性を確認できる第三者認証スキームといた

しまして、確認した既存の認証スキームを活用し、持続可能性を確認するというご議論をい

ただいたところでございます。 
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 なお、※の２で書いてございますけれども、ワーキンググループにおけます委員におけま

すご議論を踏まえまして、もともと候補にございました稲わら・麦わら・もみ殻につきまし

ては、それ自体は食用バイオマスではないものの、これらを肥料などで活用し食料生産を行

うという中で、食料生産への影響を踏まえた引き続きの議論が必要だということで、今回に

ついては留保するという形のご議論をいただいているところでございます。 

 それを少し図示したものが資料の 38 ページ目をご覧いただければと思います。この 38

ページ目の一番右側に丸が付いているものにつきましては、本委員会におけますご議論の

区分を踏まえまして、持続可能性の基準の確認方法があるものとして確認できたものが丸

という形になってございます。一番右側の欄がその欄でございますが、※の２というものが

付されているものが２つ欄があると思います。稲わら・麦わら、そしてもみ殻のところでご

ざいます。これにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、バイオマスＷＧのご議論と

いう中で、食用バイオマスそのものではないものの、肥料などで活用し、食料生産の中への

影響といったことを踏まえたさらなる継続議論が必要ということで、※の２という形を付

させていただいているということでございます。 

 資料を戻らせていただきまして、ライフサイクルＧＨＧについてのご報告になります。規

定値の議論といたしまして、既存燃料のうち農産物の集荷に伴って生じるバイオマス・輸入

木質バイオマス・国内木質バイオマスのライフサイクルＧＨＧの規定値の案を作成し、現在

パブリックコメントを行っているところでございます。 

 また、確認手段といたしましては、既存の認証スキームを活用していくということで、ま

た併せまして、国内木質バイオマスにつきましては、木質バイオマス証明ガイドラインの仕

組みを参考としながら、これを改良・強化し、確認手段として活用するというものでござい

ます。資料は 33 ページ目でございます。すいません。失礼いたしました。 

 また、発電所の実施事項と制度開始時期でございますけれども、農産物の収穫に伴って生

じるバイオマス、輸入木質バイオマス、国内木質バイオマスにつきましては、３年の経過措

置を設けつつ、その３年の中でしっかりと認証を取っていただくということでございます

が、制度としては 2023 年４月から制度を開始したいと考えてございます。 

 また、その他の項目を書いてございますが、裾切り基準といたしまして、ヨーロッパなど

の議論の状況なども参考にしながら、１ＭＷ以上の案件をライフサイクルＧＨＧ基準の確

認対象とする裾切り基準を設けてはどうかといったご議論をまとめていただいてございま

す。 

以上はバイオマスＷＧのご報告も含めましてご説明をさせていただきました。 

 これらの議論を踏まえまして、34 ページ目です。本委員会でご議論いただきたいところ

をフォーカスしたものでございます。 

 2023 年度の取り扱い、新規燃料の取り扱いなどでございますが、１つ目の項目でござい

ます。持続可能性の確認に係る経過措置といたしまして、バイオマス持続可能性ＷＧで取り

まとめられましたものといたしまして、先ほど申し上げましたＰＫＳおよびパームトラン
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クにつきましては、着実に対応を進めている事業者であれば、2024 年３月末までには認証

を取得できる見込みであるといったことなど、さまざまな議論を踏まえまして、ＰＫＳおよ

びパームトランクの経過措置につきましては、これ以上の経過措置の延長は原則行わない

ということを前提といたしまして、経過措置の期間を１年延長し、2024 年３月末とすると

いうもの。 

 また、先ほど申し上げたとおり、パーム油につきましては、昨年度の報告のとおり、2023

年３月末を経過措置の期限とするものでございます。 

 また、ライフサイクルＧＨＧにつきましては、農産物の収穫に伴って生じるバイオマス

（輸入）、輸入木質バイオマス、国内森林に係る木質バイオマスにつきましては、2023 年４

月にライフサイクルＧＨＧの基準を適用する制度を開始するというものでございます。ま

た、ライフサイクルＧＨＧの確認には、第三者認証などを活用するというものでございます。 

 一方で、メタン発酵バイオマスなど国内の農産物の収穫に伴って生じるバイオマスにつ

きましては、引き続き確認方法の検討を行っていき、確認方法が整理され次第、制度の開始

を行いたいと考えているものでございます。 

 また、３つ目でございますが、新規燃料の取り扱いでございます。本年度の本委員会にお

きまして、新規燃料候補としてご議論いただきましたバイオマス種のうち、非可食かつ副産

物であることが確認できるものにつきましては、一般木質バイオマスまたは農産物の収穫

に伴って生じるバイオマスとして取り扱うこととしたところでございます。 

 また、バイオマスＷＧにおきまして、ライフサイクルＧＨＧを含む持続可能性基準の確認

手段を整理されたところでございまして、こうした状況を踏まえまして、新規燃料候補のう

ち、バイオマスＷＧから提案のあった燃料、先ほどの資料の丸が付いているところでござい

ますけれども、そこにつきましては、2023 年度からＦＩＴ・ＦＩＰ制度におけますバイオ

マス発電の新規燃料として認めてはどうかというものでございます。 

 引き続き、稲わら・麦わら・もみ殻につきましては、食料生産への影響を踏まえた継続議

論を行うこととするというものでございます。また、今回、新規燃料として認めるバイオマ

ス種以外のバイオマスにつきましては、食料競合に関する国内外の議論の動向も注視をし

た上で、必要に応じて、そのバイオマス種の取り扱いにつきまして、バイオマスＷＧにおき

まして個別に検討することとしてはどうかというものでございます。 

 長くなり恐縮ですが、以上、事務局からの説明になります。 

○髙村委員長 

 ありがとうございました。それでは、ただ今、事務局からいただいたご説明を踏まえて、

委員の皆さまにご議論いただきたいというふうに思っております。こちら、資料の１「バイ

オマス発電について」、それから参考資料の１が関わっておりますけれども、本日は特にバ

イオマス発電についてはスライドの２以下のところに本日の論点を示していただいている

かと思います。 

 もう通例でございますけれども、ご意見、ご質問がある委員の皆さまはＴｅａｍｓのコメ
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ント欄に書き込みをしていただければというふうに思っております。手上げ機能をお使い

いただければと思います。 

 これも通例ですけれども、何かトラブル、ご不明点等がありましたら、事前に事務局から

連絡をさせていただいています連絡先のほうまでお知らせいただければと思います。 

 ご発言をご希望の委員にお願いをしたいと思いますけれども、もし差し支えがなければ、

これも通例で恐縮でありますけれども、秋元委員からご発言をお願いしてもよろしいでし

ょうか。 

○秋元委員 

 秋元です。よろしくお願いします。 

 今回ご提示いただいているものに関して異論ございませんので、このとおりで結構かと

思っています。 

 一応念のため申し上げますと、26 ページ目ですが、最後のポツのところに、2,000ｋＷ以

上をＦＩＰ制度のみ認めるということで、今回この整理ということでございますが、その後

早期になるべく引き下げていくということで、この記載になっていることを理解します。今

のこれでいいかなというふうに私は思いました。 

 ただ、関係ないことを申し上げるんですけど、このスライドの１つ目の四角の②のところ

に、何かバイオマス発電については一般的に高コスト構造ではあるがというのは、あまり一

般化してこういう記載はしないほうがいいかなという感じを持ったというのは、どうでも

いいことですけれども、発言です。 

 要は、コストを非常に種類、バイオマスは豊富でございますので、その中では燃料費も安

価なものもあって、ただ一方で小規模になると設備利用率が非常に小さくなったりとか、そ

ういう中でコスト構造はいろいろ多様だと思いますし、また、他の再エネに対してどうかと

いうことに関しても、一般的には言えないと思いますし、また、調整力の問題等も含めて考

えると、必ずしも高コストともいえない場合もあるので、ちょっと慎重な記載をしておいた

ほうがいいんじゃないかなというのが感想です。関係ないことを言って申し訳ないです。 

 27 ページ目ですけれども、こちらに関しても石炭混焼のＦＩＰ価格制度への移行を認め

るというようなご提案で、これも賛成です。 

 最後、34 ページ目について、バイオマスの持続可能性のワーキンググループからのご報

告ということで、ここで精緻に時間をかけてご検討いただいたというふうに理解していま

して、そのご報告で、それを承認するということのご提案ではございますが、この形で議論

を精緻にしていただいたというふうに理解していますし、理解できるご報告だというふう

に聞いていましたので、ここについても賛成でございます。全体として賛成でございまして、

異論はございません。以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。それでは恐縮ですが、安藤委員、お願いできますでしょうか。 

○安藤委員 
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 安藤です。よろしくお願いします。 

 まず６ページのところで、認定量ベースではエネルギーミックスで求められている 800

万ｋＷ、これを超えていて、導入量は 560 万 kW ということで、このまま進めるべきだと

いう点がここで説明されています。これを見ると、認定量ベースではある程度順調に行って

いるということで、今後は量よりも質を向上させる。つまりはコスト低減をしっかり考えて

いく段階にあると認識しています。 

 この観点から、現状の把握として 13 ページから 14 ページ辺りで、木質等バイオマスの

資本費についてばらつきが非常に大きいということが示されており、また規模が小さいと

とてもコストが高いということがわかります。また 19 ページ目にある一般廃棄物その他バ

イオマス、22 ページにあるメタン発酵バイオガスでも資本費について同じような傾向があ

るわけです。このような観点から、コストを低減させるという観点からは一定以上の規模の

ものに頑張ってもらうということが有効なのかなということが見受けられます。 

 また、17 ページ目において、燃料費が右上がりだというふうに見られるこのデータをお

示しいただきました。この理由が一時的なものなのか、それとも今後もどんどん継続してコ

ストが上がっていくのかみたいなことは今後の来年以降の議論を行う際にはよく考えて注

視していく必要があると思っています。コストがどんどん高くなっていく、またはさらに新

規参入が増えたりとかすると、燃料の奪い合いなどになって、さらにコストが上がっていく

等があれば、このバイオマスという発電方法がコストが低減していくということがある程

度期待できなくなってしまうからです。 

 また、18 ページで木質等バイオマスが燃料が安定して調達できない季節変動があるとい

うお話であったり、21 ページ目で一般廃棄物その他バイオマスで、ごみ償却施設などが設

備利用率に変動があるみたいなお話もある中で、このバイオマスという発電方法は現状で

は認定量ベースでは順調に進んでいるものの、今後、より低コストでこれがうまく回ってい

くための動機付けをこれから考えていく必要があると思っています。 

 というわけで、基本的に効率性がよいものが選ばれて実施されるような仕組みづくりと

いうことをさらに考え続けることが必要だと考える一方、ただし短期的に捉えすぎること

なく、改善の余地があるものを排除はしないという観点から、今後の議論は必要だと思って

おります。その上で、今回お示しいただいた内容として、26 ページからの認定される対象

で 2,000ｋＷ以上にする、できるだけ早く 1,000 以上と。先ほど秋元委員からもありました

が、この点を十分に追求するということを踏まえつつ、今回の提案には賛成します。 

 また、30 ページにあるコストは幾分上昇気味という捉え方もできる中、調達価格や基準

価格を上げるのは適切でないために、価格を維持するという方向性についても賛成します。 

 また、バイオマスワーキンググループからの報告内容についても異存ございません。 

 私からは以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。それでは続きまして、大石委員、ご発言をお願いできますでしょ



 14 

うか。 

○大石委員 

 大石です。聞こえておりますでしょうか。 

○髙村委員長 

 はい、聞こえております。 

○大石委員 

 ご説明ありがとうございました。全体的な方向性としては、今回ご報告いただいたことで

ことさら反対するところはないのですが、少し気になりました点について何点か述べさせ

ていただきます。 

 まず、27 ページにあります入札対象の石炭混焼案件についてです。以前認められていた

ものに限ってということで、2019 年よりＦＩＴ制度の新規認定対象とはならないというこ

とで書いていただいております。ただそのポツの３つ目、石炭混焼案件の再エネ特措法に基

づく支援からの自立ということで、既にＦＩＴの認定を受けたものについてはＦＩＰ制度

への移行を通じて自立化に向けたステップを踏むことが重要、というふうに書いてありま

す。移行することによって、国民の負担というのが減るというところについてはそのとおり

だと思うのですが、さらに地域のためにもどこまで認めるのか、これもいったん認めた以上

は途中で打ち切ることはできないということはわかりますが、ＦＩＰに移行したとしても

どこまでこれを国民の負担で支えていくのかというのはなかなか難しいなと思っています。

できるだけ支援の額というのは減らす方向で考えてもよいのでは、と感じた次第です。 

 それから、持続可能性ワーキングからの報告の中で、今回ご指摘いただいた点は、大変重

要だなと思いました。稲わら・麦わら、それから、もみ殻については直接食料とはバッティ

ングはしないけれども、家畜の餌になったり肥料の原料になったりですとか、食料生産と密

接につながっている肥料や飼料にも使われるものであるということで、慎重に扱うべきと

いうこのワーキングのご助言というのは大変重要なものというふうに受け止めました。引

き続きこちらについては慎重に検討していただきたいと思いました。 

 それから、同じく 34 ページのところにある、この 2023 年度の取り扱いの新規燃料のと

ころですけれども、パーム油については昨年取り決めたように、2023 年、今年の３月 31 日

を経過措置とするということで、これははっきり決まっておりますので、このとおりに進め

ていただきたいと思いますし、あとはＰＫＳ、パームトランクについては来年の３月 31 日

までということで、しっかり検討をして、これ以上の経過措置の延長はないように、また情

報公開もお願いしたいと思います。 

 一方、パーム油についてはインドネシア、マレーシア、それぞれ自国で生産する油がかな

り高値で売買されたり、足りなくなったりで、輸出を抑える方向にあるというような話も聞

いております。また、パーム油以外の油についても廃食油なども含めてＳＡＦの燃料として、

原料として海外から集められているというような話も聞いておりますので、先ほどの安藤

委員のお話にも通じますけれども、今後のそういう動きというのはしっかり注視しながら
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進めていくことが必要だなというふうに思っております。 

 私からは以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございました。それでは、松村委員、お願いできますでしょうか。 

○松村委員 

 松村です。聞こえますか。 

○髙村委員長 

 はい、聞こえております。 

○松村委員 

 発言します。まず、今回の事務局の整理は全て合理的だと思いますので、全て支持します。 

 その上で、今回と直接関係ないことを言うようで申し訳ないのですが、今回も設備利用率、

バイオに関して設備利用率のばらつきの議論が出てきました。それで、私はこれを前の回に

言い過ぎたのではないかと少し反省しています。少なくとも今後ＦＩＰに移行したバイオ

の電源の設備利用率がばらつくことがあったとしても、それは必ずしもネガティブに捉え

る必要はない。設備利用率が低いところは非効率的だと考える必要はないと思っています。 

 ＦＩＰに移行した電源が例えば春とか秋とかを中心に意図的に燃料費が高いということ

からして、意図的にその利用率を下げる、出力を下げることが仮にあったとしても、それは

ある意味、効率的な経営の結果。例えばＦＩＰに対応する電源が調整力市場に出て、調整力

で稼ぎ、調整力として出て、これはｋＷｈとして実際に燃やす量はｋＷｈ市場で売る時より

もずっと小さくなると思うのですが、そのような格好で設備利用率が下がることがあった

としても、それはむしろ効率的な事業の結果であり、さらに今これだけ高騰している調整力

市場にゼロエミッションの資源を供給してくださったということでもあるので、設備利用

率がばらつく、あるいは低くなるとしても、それ自身として必ずしも悪いことではない。特

にＦＩＰの電源についてはそう。設備利用率に関しては、高ければ高いほどよいという発想

ではなく、今後実際にどうなっているのかも丁寧に見ていただければと思いました。 

 次に、先ほど秋元委員からバイオのコストについて発言がありましたが、まず、バイオの

コストが高いと決めつける必要はないというのは、全くそのとおりだと思います。それで、

その上で今回の書き方はこれでいい。私自身はこのままで、直してほしいということではな

いのですが、その意味が例えば太陽光や風力だとかというのであれば、基本的にコストは大

半が固定費。燃料費に当たる部分がないというのに対して、バイオのほうは可変費がそれに

比べればかなり高い構造になっている。そういう意味で使っているのか、全体としてのコス

トが高コストだという意味で使っているのかは意図的に分けて議論すべきかと思います。

バイオの原価費用が高いというのは事実だと思いますが、一方で、先ほど言ったように、フ

レキシブルに動かせる調整力というのも供給できる電源だということなので、いわゆる平

均的な費用が他の再エネ電源よりも高いということがあったとしても、十分高い価値を持

っている電源だということはあり得ると思います。そういうことを頭の中で整理しながら、
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もし必要があれば言葉も分けながら、今後も書いていただければと思いました。 

 最後に、ワーキングで出てきたものに関して、私は大石委員と逆の懸念を言うようで申し

訳ないのですが、わらやもみ殻に関してです。ワーキングの結論というか、これが家畜の飼

料になる可能性も十分あり、更にその後もたい肥としてもつけえるから、家畜の飼料として

使うのは合理的。あるいはそれより仮に劣るとしても肥料として使えるという可能性もあ

り、実際に使われているというのは事実だと思いますので、そちらに利用されることを阻害

することがないように、慎重な検討が必要だという整理はとても合理的だと思います。 

 一方で、もし実態が飼料だとか高度に肥料として使われているものは極めて限定的で、多

くのものがいわばコンバインで短く刈り取られたうえそのまま低利用状態ですきこまれる

だけ、燃やしてその後灰を肥料として使うよりも十分効率的に利用されているとは必ずし

もいえないかもしれない状況が続いているとすると、その委員の思い込みによって貴重な

資源が有効に使われなかったという可能性もある。恐らくワーキングのほうの資料には詳

しくその実態、実際にほとんど高度に全て利用されている、あるいは今後はより高度に利用

される見込みだということが示されているとは思うのですけれども、そういうことも本当

は丁寧に説明しないと、片手落ちの議論になっていないかを少し懸念します。 

 さらに、これは本来なら、燃やした後の灰は適切に燃やすのであれば、それ自身も肥料と

して使えるはず。もしそれがいろんな重金属だとかで汚染されていて、産業廃棄物として捨

てざるを得ないということだとすると、それはもともと燃やした灰はそうなっているのに

もかかわらず、飼料や肥料として使うには問題ないというようなことって何か普通の人に

はなかなか理解しがたい状況。それでもちろん燃やした後の灰を肥料として使うよりも、有

機肥料としてそのまま全体を有効に使うほうがより生産性が高いということは当然十分あ

り得ると思いますが、このような重要な資源を乱暴な意見でずっと高度に使われないこと

は、とても不健全なことだと思いますので、そういうようなことは多くの人に分かるように

丁寧に、これは実際にこちらで使ったほうが有用だということは、肥料に使えるというだけ

でなく、更に丁寧に示す必要があると思います。 

 さらに、これは飼料、肥料との競合が起こる弊害は、買い取り価格にも依存している。つ

まり、その肥料、飼料として非常に有用、そちらのほうが価値が高いのであれば、ＦＩＰあ

るいはＦＩＴのような形で強い後押しがなければ自然にそちらに使われるはず。ＦＩＴや

ＦＩＰでいわば補助金に当たる部分がすごく大きい場合には、ゆがみが大きくなって、本来

は別の用途に使われるべきものが発電に使われてしまう非効率性が発生する。バイオのこ

の買い取り価格が適切に下がって、それでそのような後押し効果が相対的に小さくなった

後では、相対的に問題が小さくなると思います。 

 そういうことも総合的に考えて、ワーキングで引き続き丁寧に議論していただければと

思いました。以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。大石委員、手を挙げていただいておりますでしょうか。 
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○大石委員 

 はい、すみません。 

○髙村委員長 

 お願いいたします。 

○大石委員 

 今の松村先生のご発言を受けまして、少し説明させていただきます。 

 私も詳しいところは把握できていないのですが、稲わらについては現在、国内のものでも

足りなくて、海外から輸入して、それを飼料や肥料に使っていると聞いております。特に今

回、ウクライナ情勢ですとか円安のために、海外からのものが高い上に足りなくなっている

というような状況も見聞きしているものですから、そういう意味で、国内のものはできるだ

け慎重にと思いまして発言させていただきました。以上です。 

○高村委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、私からも発言をさせていただければと思っております。 

 資料の１、それから参考資料の１ですけれども、基本的に事務局案について異論はござい

ません。幾つかご質問とコメント、意見を申し上げたいと思うんですけれども、１つは、事

務局からも言及ございましたけれど、スライドの９のところで、2021 年度認定量が、従来

よりも特に１万ｋＷ以下のところかと思いますが、認定量が増えているバイオマス発電の

区分があるかと思っております。2030 年には、カーボンニュートラルに向けて非常に重要

な動きだと思っているんですけれども、この増加の要因というのがお分かりになっていれ

ば教えていただきたいと思います。 

 何らかの政策的な効果があって、あるいはそれは買い取り制度だけではありませんけれ

ども、があるのか、あるいは、それは同時にそうして効果が今後も続く、期待できるのかと

いった、今後の動向を占う上で教えていただければと思います。もし、現時点で十分まだ分

からないところもあるかと思いますけれども、その場合にはぜひ今後に向けて要因分析を

お願いしたいなというのが１点目であります。 

 それから２つ目でありますけれども、ＦＩＰのみが認められる規模の区分、閾値（しきい

ち）についてで、スライドの 26 だと思います。事務局からご提案があったように、ＦＩＰ

制度の動向等も踏まえつつ、早期 1,000ｋＷ以上をＦＩＰ制度のみ認めるという、相違した

方向を目指すということについては、これまでの議論の線に沿ったものだと思います。 

 これは、先ほど松村委員もご指摘になった点でもあると思いますけれども、仮に相対的に

バイオマスの発電コストが高くても、さまざまな市場、あるいはバイオマス発電が持ってい

る、例えば調整力を提供するといったような、 

そうした価値をうまく使って事業ができるという、そうした方向を促していくという意味

でも、このＦＩＰ制度への移行、あるいはＦＩＰ制度を利用した、特にバイオマス発電に

ついては、事業というものを誘導していくということは重要だと思います。 
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 ただ、少し検討と言いましょうか、慎重な検討が必要かなと思っているところもございま

して、全てのバイオマス区分ではございませんけれども、例えば小規模の国際木材、例えば

1,000ｋＷといったような規模での国産木材のところでいくと、先ほど設備利用率のスライ

ド 18 のところにもありましたけれども、むしろ、稼働を規定されるのが国内材の調達、あ

るいは季節変動に規定されているという傾向が見て取れるということも指摘がありました。 

 バイオガスの畜産糞尿などもそういう、つまり、市場を見て需給調整をして事業をしてい

くというのと、必ずしも市場を見てやっていくというようなビジネスモデルがまだ確立を

しているわけではないという分野もあると思っております。そういう意味で、特に 1,000ｋ

Ｗといったような閾値を目指すということだとすると、具体的に、やはりモデルですとか、

あり得るビジネスモデルというものを示していくようなそうした取り組み、対応が必要で

はないかなと思っております。この辺り、バイオマスの発電事業の区分、さまざまあるかと

思いますので、少しそうした区分、状況に応じた丁寧な議論を検討をお願いしたいなと思っ

ております。 

 それから、３点目が石炭火力混焼、スライド 27 のところですけれど、事務局のご提案に

基本的に反対はないのですけれども、多分、大石委員が付言されたのもその背景かと思いま

すが、この委員会ではないですけれども、しっかり石炭火力からの、対策が取られていない

石炭火力の発電からの二酸化炭素排出量を減らすという対策がしっかりうまく連動して進

んでいくということが必要だなと思っております。これはエネルギー政策全体としての調

整が必要なところだと思いますけれども、大石委員のご指摘は、そうした懸念を背景にして

いるかと思って伺っておりました。 

 最後が新規燃料のところであります。新規燃料について、先ほど松村委員と大石委員のと

ころでもご意見ございましたが、バイオマスワーキングのところで、稲わら・麦わら・もみ

殻について事務局からご紹介があったように、飼料あるいは肥料の利用として食料生産へ

の影響を与える可能性があるという委員のご指摘を踏まえて、継続議論としていこうとい

うこととして報告をしたものであります。 

 これは事務局から詳細をご説明いただくといいと思いますけれども、私の認識も、委員の

ご指摘もそうでしたけれども、飼料を肥料利用として、これらのもの、むしろ不足をしてい

て、輸入に依存している、かつ、今輸入価格が上がっているという状況だと認識をしていま

して、松村委員おっしゃった、買い取りの対象とすることによる後押し効果というのがこの

状況の中では出てくるのではないかということも１つの懸念として継続議論が必要という

こととなったと理解をしています。 

 いずれにしても慎重な検討が必要な事項だと思っておりまして、ワーキングで、やはり継

続した慎重な議論が必要だということかと思っております。 

 今度は食料ではございませんけれども、液体燃料あるいは廃棄物などもそうした原料に

なり得るんですが、航空燃料を作っていく、持続可能な航空燃料ＳＡＦを推進する取り組み

を、エネ庁さん、それから国交省さんでやられていると思います。なかなか航空燃料を代替
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するものがない中で、エネルギー間の競合、エネルギーの用途に応じて新たに必要となって

きた分野もありますので、新規燃料の議論の中で今の飼料、肥料もそうですけれども、関連

する、しかも非常に代替の利かないといいましょうか、相違した用途について考慮をした議

論というのが必要ではないかということも、またワーキングの中で指摘がされている点で

あります。 

 これは繰り返しになりますが、いずれにしてもこうした観点から継続的に慎重な議論が

必要だなと思っております。 

 最後、事務局のご報告の資料にありましたけれども、バイオマスワーキングのところで、

やはり 2021 年度以前の認定案件についての自主的な情報開示の取り組み、自主的な取り組

みの開示のところを、もちろん自主的なものではありますけれども、しっかり開示をしてい

ただくことが必要ではないかという意見が共通して委員から出ております。ここは恐らく

今度、これもまた継続した議論になる点だと思っておりまして、これは意見といいますか、

追加でワーキングの中で強調されている点としてご紹介をさせていただければと思います。 

 私からは、申し訳ありません、以上であります。 

 委員から、もし今の時点で追加でご発言ご希望ございましたら、お願いしたいと思います

が、一度事務局からご回答いただいて、もし委員の皆さまから追加の質問、あるいはご意見

あればいただこうかと思いますが、よろしいでしょうか。 

○能村課長 

 事務局でございます。 

○高村委員長 

 お願いします。 

○能村課長 

 ありがとうございます。 

 まず、秋元委員と松村委員から、バイオマスにつきましてのコストについての記載ぶりな

どについてのご指摘もいただているところでございます。まさにバイオマスのコストにつ

きましては、さまざまなバイオマス種があるということ、また、設備としての規模などによ

っても変わってくるということでございます。ここは丁寧に、記載ぶりを修正を書き加えた

上で、またお諮りをさせていただきたいと思います。いずれの委員のご指摘もそのとおりで

ございますので、しっかりと反映をしていきたいと考えてございます。 

 また、安藤委員から、特にスライド 17 ページ目にございます燃料費の推移については、

引き続き注視しながら、そこの要因の分析などについてもしっかりとフォローしていくべ

きというご指摘いただいてございますので、しっかりと、これは経年、また、今年は 2022

年の定期報告のものでございますけれども、さらに来年の定期報告などの状況を踏まえま

して、さまざまな検証を加えていきたいなと思ってございます。必要に応じて、またこれも

業界団体もしくは事業者の方々にも照会しながら、その情報、動向については把握をしてい

きたいと考えてございます。 
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 また、大石委員と松村委員、また、高村委員からもご指摘いただきました稲わら・麦わら・

もみ殻についてでございます。説明が、すみません、不足しておりまして大変申し訳ござい

ませんでした。資料につきましては 39 ページ目をご覧いただきますればと思います。39 ペ

ージ目で、バイオマスＷＧの委員意見のご紹介でございます。 

 特に上のボックスの中の３つ目の四角に書いてございますけれども、まず稲わら・麦わ

ら・もみ殻については、肥料など、そうした観点での食料生産への影響というところで議論

を継続するということ、また、高村委員からご指摘いただきましたその他のエネルギー分野

における多用途とのバランス・競合などについても、しっかりと議論していくことが必要で

はないかといったご議論をいただいてございます。 

 そういう中で、参考として下に点線で囲ったものがございますが、大石委員、もしくは高

村委員からもご指摘いただいておりますけれども、飼料、稲わら・麦わら・もみ殻というと

ころについて、飼料との競合というところ、特に国産稲わらというところの飼料利用の拡大

というところが非常に急務になってきているということ、また、松村委員からもご指摘いた

だいてございますけれども、肥料との競合などにつきまして、稲わら・麦わら、それを肥料

や土づくり資材として活用するという中で、特に海外からの原料調達に依存する科学肥料

が高騰を受けているという中で、さらに食料生産維持という観点からは、国内肥料資源の利

用拡大というところを政策面でも進めていく必要がある中で、どのように考えていくこと

が必要なのかということ。また、もみ殻などにつきましても、堆肥、農地の排水改良用の資

材として活用されているということなど、さまざまな観点を配慮する必要があるというこ

とでございます。 

 既に松村委員からもご指摘いただいたとおり、燃料として使用した場合に、例えば灰が存

在するわけですけれども、その灰については、活用できるものは、セメントの原料だったり

とか、既に一部肥料としても活用しているということではございますが、全体として、こう

いう飼料、肥料などの必要性なども踏まえながら、また、仮に買い取りした場合の価格の影

響なども含めまして、丁寧にバイオマスＷＧのほうでもご議論をいただければなと思って

ございます。 

 また、高村委員からもご指摘いただきました他の燃料との競合というところ、特にＳＡＦ

といわれる航空燃料などとの影響などにつきましては、ここもまさに、これは一方で松村委

員がおっしゃっていただいたような、それぞれの価格の、エネルギー間におけるそれぞれの

燃料価格などの動向などといったところもしっかりと念頭に置きながら議論をしていく必

要があると考えているところでございます。いずれにしても丁寧にバイオマスＷＧにおい

てもご議論を賜ればと考えてございます。 

 あと、松村委員から、バイオマス電源につきまして、調整力市場などでの活用も含めまし

て、また、ＦＩＰという流れの中で、設備利用率については、その高い、低いというだけで

はなくて、その実質というところをしっかりと検討していく必要があるとご指摘いただき

ました。 
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 まさにそうした観点から、既存のＦＩＴからＦＩＰへの移行というところも、バイオマス

発電では一定程度進みつつございますので、こうしたＦＩＰへの移行案件、もしくは新規の

ＦＩＰ案件などにつきましても、設備利用率については、こうした実態というところ、また、

それがエコノミクス、経営の観点からも、どのような形でそのような設備利用率となってい

るのかというところについては、もう一段深いフォローと分析というところを継続的にや

っていければなと思ってございますので、今回、設備利用率につきましてはアンケート調査

などさせていただきましたけれども、こうしたフォローアップに加えまして、実質的な設備

利用率の、特にＦＩＰ案件におきますご議論というところについては、材料となるような分

析などについてもさらに行っていきたいと考えております。 

 また、石炭混焼のところについての、既存のＦＩＴ案件というところからの移行のみとい

う形ではございますけれども、さまざま石炭火力を取り巻く環境というところは十分に配

慮した上での形で進めていくということは当然でございますけれども、既存のＦＩＴ電源

というところに逆にとどめてしまうというところではなく、むしろ市場電源化という観点

からのＦＩＰというところの取り組みというところはしっかりと進めていく必要があるの

かなという観点でございます。 

 ただ、国民負担という観点から申しますれば、ここはＦＩＴ・ＦＩＰ、基本的にはニュー

トラルという形では、中立的ということでございますので、支援の観点から国民負担が増え

るというものではございませんけれども、委員のご指摘にはしっかり留意しながら、他方で、

ＦＩＰというところについての取り組みを、ＦＩＰ化というところの取り組みは、しっかり

と進めていくということも、しっかりと前に進めていければなというところであると考え

てございます。 

 事務局からは、取り急ぎ、以上でございます。 

○高村委員長 

 失礼しました。ミュートになっていました。 

 ありがとうございます。今、事務局からご回答いただきましたけれども、委員の皆さまか

ら追加でご質問、あるいはご意見ございましたらお願いしたいと思います。あるいはオブザ

ーバーでご出席の関係省庁から、もし何かありましたらお願いできればと思いますが、いか

がでしょうか。よろしいでしょうか。 

○水産省 

 水産省ですけれども、ご発言させていただいてよろしいでしょうか。 

○高村委員 

 よろしくお願いいたします。 

○水産省 

 先ほどから、稲わら・麦わら・もみ殻について、委員のご意見等いただいているところで

すけれども、先ほど事務局より丁寧にご説明いただいたところであるんですけれども、農林

水産省としましては、令和４年の 12 月に食料安全保障強化政策大綱において、飼料、肥料
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等の国産化の強化が示されるなど、やはり稲わら・麦わら・もみ殻を取り巻く環境が変化し

ている状況でありますことについてご報告をさせていただきます。以上です。 

○高村委員長 

 ありがとうございます。他に委員、あるいはオブザーバーの関係省庁から、いかがでしょ

うか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 いずれにしましても、委員のところから今回提案をいただいたバイオマス発電に関わっ

て、大筋ご異論はないということでご発言をいただいたと思います。 

 念のため、ポイント確認をしてまいりますけれども、１つ、ＦＩＴ制度のみ認められる、

2024 年度にＦＩＴ・ＦＩＰ制度のみ認められるバイオマス発電の対象については、コスト

データを見て出していただき、ＦＩＰ認定の進捗等もお出しいただきましたけれども、2023

年度と同様に 2,000ｋＷ以上とする。しかし、今後ＦＩＰ制度の進展等も踏まえて、早期に

1,000ｋＷ以上をＦＩＰ制度の認める方向で目指していくという方針について、こちらにつ

いておおむね異論はなかったと考えます。 

 また、2024 年度のバイオマス発電の調達価格、基準価格に関して、今回コストデータを

出していただいておりますけれども、基本的にはコスト水準、想定値と同程度以上である一

方で、コストデータのばらつきが大きく、想定値を下回るものも確認ができているというこ

と、こうした点、ご指摘をいただいて、当然設備利用率も含めてしっかり見ていく必要があ

るということも、またご指摘をいただいた点、コストについてご指摘をいただいた点であり

ますけれども、想定値を維持するという方針については基本的には異論がなかったと思い

ます。 

 石炭混焼のＦＩＰへの移行の扱いについても同様であったかと思います。事務局のご提

案どおり認めるということについてはご異論がなかったかと思います。 

 それから、バイオマス発電の新規燃料の取り扱いにつきまして、バイオマス持続可能性ワ

ーキングの報告をしていただいて、ライフサイクルＧＨＧを含む持続可能性基準の確認手

段が整理をされたということも含めて、ワーキングから提案された燃料について、2023 年

度からそれぞれの区分で、ＦＩＴ・ＦＩＰ制度における新規燃料として認めるという方向性

についても、基本的に異論はなかったと思います。 

 議論になったところは、稲わら・麦わら・もみ殻についてですけれども、こちらの食料生

産、これは飼料、肥料という形での食料生産の影響を踏まえた慎重な議論を行うということ

であったと思います。 

 また、事務局からございましたけれども、今回認める燃料以外のバイオマス種について、

食料競合に関する国内外の議論の動向も踏まえて、必要に応じてバイオマス種の取り扱い、

買い取り制度の下での取り扱いについて検討をワーキングで行っていくという方向性につ

いてもご異論はなかったと思います。 

 また、持続可能性確認に関する経過措置について、こちらも提案どおりでありますけれど

も、今年度の取りまとめのとおり、ワーキングの取りまとめのとおりでありますが、基本的
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にはその取り扱いの方向性については異論がなかったと思います。 

 以上の点、特に問題が、ご異論が、この時点でご意見、ご質問がございますでしょうか。

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、バイオマス発電についての大きな事務局からのご提案はおおむねご了承され

たということで、続いて後半の議論に移ってまいりたいと思います。 

 後半は、入札制、それから地域活用要件、その他の論点についてご議論いただきたいと思

っております。 

 では、事務局から資料の２、資料の３についてご説明お願いできますでしょうか。 

○能村課長 

 事務局でございます。資料の２をまずご覧いただければと思います。入札制、地域活用要

件に関してでございます。 

 資料２ページをご覧いただきますと、本日ご議論賜りたいところといたしまして、１つ目

の固まりとしては、2023 年度以降の入札制に関するものということでございます。 

 また、２つ目が、2023 年度以降の地域活用要件に関するものというものでございます。 

 おおまかな具体的な論点につきましては、資料７ページ目をご覧いただきますと、既に 10

月の段階で事務局からご提示をさせていただいておりますが、７ページ目でございますけ

れども、赤枠でくくっておりますとおり、事業用太陽光発電の 2023 年度の入札制に関する

論点、また、２つ目の赤枠で囲っていますけれども、低圧事業用太陽光発電の地域活用要件

などについてのご議論という形でございます。 

 また、次のスライド８ページ目をご覧いただきますと、陸上風力の 2023 年度以降の入札

制（募集容量・入札実施回数・上限価格など）、また、小規模陸上風力発電の地域活用要件

の適用について、また、着床式洋上風力（再エネ海域利用法適用外）の 2023 年度以降の取

り扱いなどについての論点という形でございます。 

 具体的に各電源ごとにご説明を申し上げたいと思います。 

 まず、１つ目ですけれども、事業用太陽光発電についてでございます。資料は 11 ページ

目をご覧いただければと思います。まず、事業用太陽光に関します上限価格の事前公表、入

札対象の範囲についてでございます。まず１つ目の塊ですが、上限価格の事前公表の、公表

か非公表かという論点でございます。 

 入札制度の設計に当たりましては、上限価格を非公表、または公表という形の選択がござ

いますけれども、事業者の積極的な参入を促すという観点から、２つ目の四角に書いてあり

ますとおり、2021 年度より上限価格を事前公表する形での入札を実施しているというもの

でございます。引き続き事業者の参入促進を促すという観点からは、来年度も上限価格を事

前公表することとしてはどうかというものでございます。 

 続きまして、入札対象範囲でございます。入札対象範囲につきましては、３つ目の四角に

書いていますとおり、入札対象範囲に対する議論としては、2017 年度以降の入札制の適用

以降、順次対象を拡大している中におきまして、可能な限り入札対象範囲を拡大していくと
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いうことが望ましい一方で、特に資本費におきます 250ｋＷ未満でのばらつきの状況、また、

実際の入札に要する経費につきましては小規模案件ほど相対的に重くなってしまうという

観点など、こうした観点から、これまでと同様に原則 250ｋＷ以上としてはどうかというも

のでございます。 

 ただ、４つ目の四角に書いていますとおり、昨年度の本委員会におきましては、地域と共

生した太陽光発電導入加速という観点から、既設の建物への屋根設置の太陽光につきまし

ては、今年度から入札の適用を免除するという形になってございます。こうした中で、現時

点では合計 16 件、約 12ＭＷのＦＩＴ・ＦＩＰの認定申請が来ているというものでございま

す。 

 こうした地域と共生した太陽光発電のさらなる導入加速化というところは、大量導入小

委のほうでもさらなる導入に向けてめりはりを付けた検討を進めるべきといった方向性も

示されているところでございます。 

 こうした点を踏まえますと、建物登記等の提出を求めるといった、屋根設置を適切に確認

することが大前提ではございますが、既築の建物への設置案件に限らず、新築を含めた屋根

設置全体の太陽光発電につきまして、入札制の適用を免除することとしてはどうかという

ことでございます。その上で、当該取り扱いに関するフォローアップは適切に行い、見直し

も検討していくということが必要ではないかということでございます。 

 続きまして、資料のほうは 14 ページ目をご覧いただければと思います。直近の太陽光入

札結果に関します振り返りでございます。2021 年度におきましては、第８回から第 11 回

まで開催いたしました。第８回から 10 回のところを見ていただきますと、募集容量 208Ｍ

Ｗに対しまして、入札容量が 249ＭＷ、また、第９回におきましては 224ＭＷに対しまして

270ＭＷ、また、第 10 回におきましては 243ＭＷの募集容量に対しまして 333ＭＷの入札

容量がございました。 

 こうした過去３回の入札容量をベースに、本年度、2022 年度の第１四半期、第 12 回の募

集容量を合計 225ＭＷを算定したところでございます。特に 2022 年度からＦＩＰの入札と

いうものが開始されることもございまして、ＦＩＴとＦＩＰそれぞれ区分けをする中での

入札を今年度実施したところでございます。 

 今年度につきましては、補正予算などにおきまして、いわゆるＰＰＡモデルなどについて

の導入支援ということも強力に支援を実施してきたところでもございまして、そういう中

で、事業用太陽光のＦＩＴ・ＦＩＰ案件と、こうしたＰＰＡモデルというところの競合とい

うところも実態としてはあったということでございます。 

 こうした中で、ＦＩＴ・ＦＩＰの入札のほうにつきましては、第 12 回から 14 回が本年

度の実績でございます。ＦＩＴ50ＭＷ、ＦＩＰ175ＭＷの枠、入札の募集容量に対しまして、

第 12 回のところですけれども、ＦＩＴは 25ＭＷ、ＦＩＰは 129ＭＷの入札容量があったと

いうこと、また、第 13 回のところにつきましては、ＦＩＴの 50ＭＷ、ＦＩＰ175ＭＷに対

しまして、ＦＩＴ12ＭＷ、ＦＩＰ14ＭＷ。第 14 回におきましてはＦＩＴ50ＭＷ、ＦＩＰ175
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ＭＷの枠に対しまして、ＦＩＴが 11ＭＷ、ＦＩＰが 137ＭＷという入札があったというこ

とでございます。 

 一番下の欄から２行目のところに平均落札価格というところがございます。第 12 回のと

ころを見ていただきますと、ＦＩＴが 9.93、ＦＩＰが 9.87 ということで、ＦＩＰのほうが

競争的に入っているというところでございます。 

 また、第 13 回、14 回というところで見れば、ほぼＦＩＴとＦＩＰ同水準という形での平

均落札価格という状況になっているというものでございます。こうした状況の中でご議論

を賜ればと考えているところでございます。 

 資料 15 ページ目でございます。入札の実施回数でございますけれども、事業者太陽光に

つきましては、案件形成のスケジュールなどから、昨年度から、2021 年度から年４回の実

施をしているということでございます。案件形成の促進、入札の実務負担という観点からは、

来年度におきましても今年度同様の年間４回としてはどうかというものでございます。 

 資料の 16 ページ目をご覧いただければと思います。入札の募集容量関係の論点でござい

ます。募集容量でございますが、先ほど実績を見ながら簡単にご説明申し上げましたけれど

も、今年度の入札に際しましては、ＦＩＴ・ＦＩＰの線引きを踏まえまして、1,000ｋＷ以

上／未満で区分けをいたしましてそれぞれ募集容量を設定し、入札を実施するというとい

うことを基本といたしました。あと、2021 年度の入札３回の落札容量の平均 225ＭＷをベ

ースにしながら、昨年度の、実際の 2021 年度の入札の３回の総落札量における割合を参考

にしながらＦＩＴ・ＦＩＰの線引きを行ったというものでございます。 

 同様に、今年度も入札３回の落札容量に着目いたしますと、合計 316ＭＷという形、特に

250～500ｋＷは９ＭＷ、500ｋＷ以上は 307ＭＷという形になっていて、平均すると 105Ｍ

Ｗという形になってございます。 

 これは、先ほど申し上げたとおり、４つ目の四角に書いてございますけれども、令和３年

度の補正予算、また令和４年度の当初予算などにおきまして、いわゆる需要家主導の太陽光

発電導入支援という形で強力な支援を行っておりました。こちらのほうでも 209ＭＷぐらい

の案件を採択しているという状況でございます。こうした状況なども背景にあるというこ

とでございますけれども、今年度の入札３回の落札容量の平均値を取りますと、105ＭＷと

いう形でございます。 

 ３つ目の四角をご覧いただきますと、来年度、2023 年度事業用太陽光につきましては、

ＦＩＰの対象が広がりますので、500ｋＷ以上はＦＩＰの入札のみという形になります。従

いまして、250～500ｋＷについて、ＦＩＰの入札対象外かＦＩＴの入札の選択制という形

になり、500ｋＷ以上／未満で取り扱いが異なるということでございます。 

 こうした点を踏まえまして、今年度と同様にＦＩＰ電源、ＦＩＴ電源とで区分を分けて入

札を実施することも考えられますけれども、一方で、今年度の入札結果といたしまして、１

つ目のチェックに書いてございますけれども、ＦＩＴ電源 250～500 の区分の入札容量は、

ＦＩＰ電源 500ｋＷ以上の区分の入札容量に比べましても非常に小さいということが見込
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まれております。また、ＦＩＰ電源とＦＩＴ電源、同じ入札の枠の中で競争することにより、

ＦＩＰ電源が押し出されてしまうといったような、再エネの市場統合が阻害されるリスク

は小さいのではないかと、先ほど今年度の実際の平均落札価格などもご覧いただきました

が、そういったことも踏まえますと、そうしたリスクは小さいんじゃないかということ、加

えまして、入札制は基本的にシンプルな制度設計のほうが望ましいということもございま

す。 

 これらの観点を踏まえますと、来年度につきましては、ＦＩＰ電源・ＦＩＴ電源というと

ころでの区分けを、区分を分けるのではなく、250ｋＷ以上全体で単一の入札の枠という中

で競争することとしてはどうかというものでございます。 

 具体的には、今年度入札３回の落札容量全体の平均値、先ほど申し上げました 105ＭＷを

2023 年度初回の募集容量としてはどうかというものでございます。 

 こうしたものに加えまして、17 ページ目でございます。来年度、初回はそのような設定

でございますが、２回目以降の募集容量といたしましては、昨年度、もちろん今年度の事業

用太陽光入札における入札の実際の容量を踏まえまして、募集容量については機動的に見

直すこととしてはどうかというものでございます。 

 基本的には入札の募集容量は次回の募集容量の実績を踏まえながら、次々回の入札の枠

を実際には適用していくというものでございます。具体的には、下にポンチ絵みたいなのを

付けてございますけれども、今回 105ＭＷからスタートするわけでございますが、２回目は、

仮に 120ＭＷというところでスタートをした場合に、120ＭＷの募集容量に対しまして 130

の入札があった場合には、この 130と 120の増分の 10掛ける落札量の 40％ということで、

４ＭＷを足した形で次々回の入札の募集容量を設定するということで、120 に対して 130

の入札があった場合には、その後の入札については 124ＭＷの募集容量にするぞというもの

でございます。 

 一方で、120ＭＷの募集容量に対しまして 110 しか入らなかったという場合には、110 と

いうところがその後の募集容量になるというものでございます。一方で、105ＭＷより下回

った場合においても、いろんな準備の関係、そういったこともあり得るわけでございますけ

れども、105 という枠組みについては維持をするといった、このような形で、このような募

集容量についての見直しの仕組みを入れることで、競争性の確保と、また、大量に入札があ

った場合の太陽光導入の加速化ということを、バランスを取った仕組みを、今年度と同様に

来年度も継続してはどうかというものでございます。 

 続きまして、資料の 19 ページ目でございます。2023 年度の入札上限価格でございます。

昨年度の本委員会におきますご議論を踏まえまして、今年度の入札上限額につきましては、

2022 年度の事業用太陽光の入札対象範囲外の調達価格・基準価格 10 円／ｋＷｈと、2023

年度の同区分の 9.5 円／ｋＷｈとの間を刻む形で、４回の区分けをする中で、上限価格を設

定した入札を行っているというものでございます。 

 来年度の入札上限価格につきましても同様に、現在 2024 年度の事業用太陽光の入札対象
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範囲外、今回は地上設置というところの調達価格・基準価格の諸元を前提に、今年度と同様

の考え方に基づきまして、2023 年度の事業用太陽光発電の入札対象範囲外の調達価格・基

準価格が 9.5 円／ｋＷｈと、2024 年度の事業用太陽光の入札対象範囲外、地上設置のとこ

ろにつきます調達価格と基準価格の間を４回分で刻む形で設定してはどうかというもので

ございます。 

 続きまして、陸上風力に関する論点でございます。資料の 21 ページ目をご覧いただけれ

ばと思います。 

 まず、入札の対象範囲でございます。陸上風力発電につきましては、入札制を導入するこ

とで事業者間の競争によるコスト低減を促すという基本方針の中で、昨年度もご議論賜り

まして、入札結果を踏まえたご議論、また、250ｋＷ以上を入札対象とした場合に 50～250

区分については入札制度の適用を回避するような可能性もあることなど、また、50ｋＷ以上

をＦＩＰ制度のみ認められる対象としていることなどを踏まえまして、2022 年度の入札対

象については 50ｋＷ以上としているところでございます。 

 引き続き陸上風力発電につきましては同様の競争によるコスト低減を促すということが

重要であることでございますので、引き続き 2023 年度の入札対象についても 50ｋＷ以上

としてはどうかというものでございます。 

 上限価格の事前公表／非公表につきましては、事業者の予見可能性などの向上の観点か

ら引き続き事前公表としてはどうかというものでございます。 

 続きまして、資料の 22 ページ目、2023 年度の入札制（募集容量・入札実施回数）に関す

る論点でございます。 

 昨年度の本委員会におきますご議論を踏まえまして、2022 年度の初回入札の募集容量に

つきましては 1.3ＧＷとした上で、エネルギーミックスの実現に向けた導入加速化という観

点から、初回入札におきまして入札容量が 1.7ＧＷを超えた場合には、同年度内に追加の入

札を実施するというものでございます。 

 これにつきまして、結果は資料の 25 ページ目をご覧いただければと思います。これは 12

月 26 日の算定でのご議論をご報告させていただいたものでございますが、第２回の入札と

いうことで、対象 50ｋＷ以上、上限価格 16 円／ｋＷｈ、募集容量 1.3ＧＷとして昨年 10

月に実施したものでございます。結果としては、応札件数・容量は 30 件・1.29ＧＷと、募

集容量 1.3ＧＷをわずかに下回るという形で、結果、全件落札ということでございます。 

 平均落札価格については 15.6 円／ｋＷｈということで、上限価格 16 円／ｋＷｈを下回

ってはいるものの、この中で、下の左の表に書いてございますとおり、16 円に、上限にプ

ロットされるような案件も確認されているという状況でございます。 

 こうした状況の中で、資料、お戻りいただきまして、22 ページ目をご覧いただければと

思いますが、２つ目の四角に書いてございますとおり、2023 年度の入札制の募集容量の設

定に当たりましては、当然ですけれども、エネルギーミックスの実現に向けた導入加速化と

いうことには配慮した上でではございますけれども、今年度の入札では、先ほどご確認いた
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だきました 16 円といった上限価格の近傍、もしくはその 16 円という形での応札が一定数

確認されているということも踏まえまして、他の応札者との競争が働くよう、応札容量が上

回ることが想定されるような募集容量を設定することも重要であると考えてございます。

こうした考え方の下で、これまでの実績なども踏まえつつ、2023 年度の初回入札の募集容

量につきましては１ＧＷということに設定した上で、初回入札で入札容量が 1.3ＧＷを超え

る場合には、同年度内に追加の入札を実施するということとしてはどうかというものでご

ざいます。 

 こうした追加入札の設計につきましては、今年度同様にしてはどうかというものでござ

います。 

 参考ではございますが、下にチェック１つ目書いてございますけれども、１ＧＷというと

ころは直近５年間の年間認定量の平均値の最低水準の幅ということになってございます。

また、1.3ＧＷというような直近の入札容量なども参考にしながら、また、2022 年度の初回

入札 1.3ＧＷに比して 1.7ＧＷというところの同じような構造関係比率ということも参考に

しながら設定していくと、1.3ＧＷというところが妥当ではないかというものでございます。 

 こうしたことを踏まえながら、左下の初回入札 50ｋＷ以上の入札対象範囲、募集容量 1.0

ＧＷ、価格については事前公表するぞと、上限価格は 15 円／ｋＷｈという形、その上で、

右側、追加入札ですけれども、50ｋＷ以上、初回入札の非落札量の 40％、価格については

事前公表、ただ、これは昨年の本委員会でのご議論の結論でございますが、初回入札の加重

平均落札価格または 2024 年度入札の上限価格のいずれか高い額という形でございます。 

 続きまして、着床式洋上風力発電、再エネ海域利用適用外についての論点でございます。

資料につきましては 27 ページをご覧いただければと思います。 

 資料 27 ページ目ですけれども、上限価格の事前公表／非公表についてでございます。ま

ず、上限価格につきましては他の論点でもございましたとおり、非公表／公表いずれかの選

択があるということでございます。 

 ２つ目の四角で書いていますとおり、再エネ海域利用法適用外の着床洋上風力につきま

しては、認定件数、これまで 11 件、容量は 668ＭＷという状況でございます。これまでに

は認定案件ではない年度も存在するということでございます。来年度についても複数事業

者の入札参加がない可能性も十分に考えられるということでございます。こうした中でも

入札による競争効果を促すという観点からは、上限価格を事前の非公表といたしまして、上

限価格を意識していただいた競争を促すということとしてはどうかというものでございま

す。 

 また、募集容量につきましては、複数事業者の入札参加がない可能性も考えられるものの、

これまでには設備容量が 187ＭＷ、18.7 万ｋＷの認定案件もあるということから、こうし

た案件と同程度の規模の案件が落札できる可能性も維持するという観点からは、190ＭＷ、

19 万ｋＷを募集容量としてはどうかというものでございます。 

 28 ページ目に、これまでの実際に選定されている港湾、もしくは条例に基づく洋上風力
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の導入のものを挙げさせていただいてございます。先ほど申し上げた 18.7 万ｋＷというの

は、右側のほうに書いています鹿島港湾の中での案件がこれに該当するものでございます。 

 続きまして、バイオマス発電でございます。資料につきましては 31 ページ目をご覧いた

だければと思います。 

 資料の 31 ページ目、１つ目の四角ですけれども、2023 年度のバイオマス発電入札対象

範囲につきましては、十分なＦＩＴ認定量があること、海外ではより低コストで事業実施で

きていることなどを踏まえまして、これまで同様に一般木質等 10,000ｋＷ以上および液体

燃料（全規模）として取りまとめていただいたところでございます。 

 この上限価格につきましては、これまでの入札におきましても、入札容量が募集容量を下

回る傾向であるということなどから、引き続き事前の非公表として、上限価格を意識した競

争を促してはどうかというものでございます。 

 また、募集容量につきましても、これまでの入札において、入札容量が募集量を大きく下

回る傾向ではあるものの、入札参加申し込み量は、第５回を除いて各回とも 100ＭＷを超え

ていたということ、また、この中には、設備利用量が 112ＭＷの大規模案件を予定する事業

客なども存在していたということでございまして、こうした大規模案件が落札できる可能

性も維持するという観点からは、120ＭＷを据え置いてはどうかというものでございます。 

 続きまして、入札の実施スケジュールに関してでございます。34 ページ目をご覧いただ

きますと、実施スケジュール案でございますが、2023 年度、太陽光につきましては年４回

ということを前提に、このようなスケジュールということが、これまでどおりと同じような

ものでございますが、想定されるというものでございます。 

 また、一番右側のところを見ていただきますと、陸上風力の場合、秋ごろに受け付けをい

たしまして、また、陸上風力、ご議論を踏まえてでございますが、可能性があれば、陸上の

風力の追加入札というところができるようなスケジューリングを踏まえますと、秋ごろの

実施をしていくということが必要ではないかと考えてございます 

 同じようなタイムスケジュールという観点では、やはり陸上風力以外の着床式の洋上風

力やバイオマスにつきましても秋ごろの入札を実施してはどうかというものでございます。 

 続きまして、後半の議題といたしまして、地域活用要件に関する議題でございます。スラ

イドは 36 ページ目をご覧いただければと思います。 

 36 ページ目ですけれども、まず事業用太陽光に関します地域活用要件についての論点で

ございます。低圧 10～50ｋＷの低圧の太陽光発電につきましては、地域トラブルが非常に

多かったということもございまして、2020 年度から、①、②に書いてあるような自家消費

要件、30％の自家消費を求めるなど、こうした要件をＦＩＴ認定の要件として求めていると

いうところでございます。 

 こうした要件の設定などによりまして、２つ目の四角に書いていますとおり、自家消費型

の太陽光発電の導入拡大が進んでいるということ、また、災害時の給電用コンセントなどを

一般の用に供するといった状況もありますので、地域のレジリエンスの強化ですとか、太陽
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光の長期安定化のような観点からも寄与したと考えられますが、一方で、こうした要件を付

すということによりまして、当該区分の認定量につきましては、2020 年度以降、大きく減

少傾向にもあるという状況でございます。 

 こうした中で、地域と共生した太陽光の導入加速化を図っていくという観点から、昨年度

の本委員会のご議論を踏まえまして、集合住宅の屋根設置太陽光 10～20ｋＷについては、

自家消費要件の 30％自家消費というところについては、一定の構造を確認した上で、見な

し自家消費という形でご議論を取りまとめていただくところでございます。実際に、今年度、

この集合住宅の屋根設置太陽光の実際の申請も来ているという状況でございます。 

 このような要件の適用の際の条件につきましては、当然地域のレジリエンス強化、長期安

定的な事業運営の確保、事業規律の確保といったことが大前提になりますけれども、さらに

議論を進めていただくということも十分に考えられると考えております。例えば、温対法の

地域脱炭素化促進事業制度に基づきまして、自治体の設定した促進区域内にあって、自治体

の認定を受けている事業ということなどを確認し、長期安定的な事業運営が見込まれるこ

とを確認することなども一つの選択肢として考えられるところでございます。 

 最後の四角に書いていますとおり、地域共生・地域活用を適切に担保するといったこの要

件の本趣旨や、温対法に基づく地域脱炭素化促進事業制度などの関連制度の動向、また、事

業規律の強化に向けた制度的な措置の議論の進捗なども踏まえまして、今後こうした要件

適用の際の条件に関するさらなる議論・検討を進めてはどうかというものでございます。 

 資料の 38 ページ目と 39 ページ目に、環境省さんから提供いただいております温対法に

基づく促進区域制度の概要、また、その制度の実際の認定の進捗などについて、参考資料と

して掲げております。 

 また、資料 40 ページ目でございます。２つ目の論点といたしまして、事業用太陽光に関

しましては、営農区分型の地域活用要件に関する動向と論点でございます。 

 先ほど申し上げたとおり、10～50 キロの低圧太陽光につきましては、ＦＩＴ認定の際に

地域活用要件を課しているということが前提でございますが、２つ目の四角に記載してお

りますとおり、営農型の太陽光発電と、農地転用許可の期間が３年を超えているものにつき

ましては、近隣に電力需要が存在しない可能性もあることなども鑑みまして、農林水産行政

の分野における厳格な要件確認を経たものとして自家消費を行わない案件であっても、災

害活用時を条件に、ＦＩＴ制度の対象として位置付けているものでございます。 

 ３つ目の四角にありますとおり、農地転用許可がなされることを条件にＦＩＴ認定を行

った上で、ＦＩＴ認定後３年以内に農地転用許可を得るといったことを求めているもので

ございます。 

 ４つ目ですけれども、こうした運用の下で、2020 年度以降制度を進めているわけでござ

いますが、2020 年度認定案件につきまして、2023 年度にはその３年の期限を迎えていくと

いう中にありまして、2022 年の 11 月時点におきましては、左下に件数の全体像を書いて

ございますが、2020 年度認定件数 3,559 件に対しまして、3,216 件が農地転用許可の提出
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がないというものでございました。こうした状況を踏まえまして、農水省さんとも連携しな

がら、農地転用許可証の取得状況に関する書面調査を実施してございます。 

 具体的には、設問構成としては、実際に農地転用許可の取得がどうなっているのかという

こと、また、未所得の場合におきましては、その進捗がどうなっているのかというところで、

農業委員会さんのほうに提出済みなのかどうなのか、未提出であれば、その後どういうステ

ータスなのかということについてアンケート調査を行っているというものでございます。 

 その調査結果が、資料の 41 ページ目をご覧いただければと思います。先ほど、期限が迫

ってきております 2020年度のまだ農地転用許可の提出がない 3,216件を対象に調査票を送

付してございます。この 3,216 件のうち、約２割に相当する 673 件から回答いただいてい

るということでございます。 

 回答のあった 673 件のうち、614 件が農地一時転用許可が取得できていない、取得準備

中という状況でございます。 

 このうち、515 件といったものが、農業委員会に対して申請書を未提出であるという、申

請の準備中という状況ということも確認がされたところでございます。これは、また左下に

その表を付けてございます。この 515 件というもののうち、今度は右側のほうになります

けれども、営農の計画書、これは右下の①に関するアンケート結果もご覧いただければと思

いますけれども、こうした営農の計画書というもの、また、②に書いていますような下部の

農地への影響見込みに関する根拠資料というもの、また、これらのいずれも策定の取得中、

または未着手、これは右下のグラフでは緑色と青色のところですが、これが①②ともに策定

の取得中または未着手といったものが 515 件のうち 463 件と、約９割に相当するのがこう

いうステータスだということでございます。 

 この 463 件のうち、資金調達、右下の図では③に関するところですけれども、資金調達

についても、金融機関に相談中／準備未着手の件数が 332 件という形になっているという

ことでございます。 

 また、一番右下に、想定以上に時間を要している手続・内容というところでは、やはり初

期の検討のところでとどまっているというところ、もしくは計画の段階でとどまっている

というものが非常に多く解答が挙がってきているという状況でございます。地権者や地域

との調整、計画策定に必要なデータの収集などについての回答が多く挙げられているとい

う状況でございます。 

 こうした結果なども踏まえながら、42 ページ目でございますけれども、１つ目の四角に

書いていますとおり、先ほど申し述べましたが、営農型の地域活用要件につきましては、Ｆ

ＩＴ認定後３年以内に農地転用許可を得ることを求めているというものでございます。こ

の中で、2020 年度案件につきまして実際に今確認したところ、ＦＩＴ認定後３年という期

限の残り１年というところの中で、いまだに農地転用許可の申請を行っていないなどの状

況も確認されたというところでございます。 

 引き続き、当然こうした営農区分型の認定案件の動向のフォローアップ、また農地転用許
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可制度の順守徹底のための周知などにつきましては、農水省さんをはじめとする連携の中

でしっかりと行っていくということでございますし、来年度以降の営農型区分のＦＩＰ認

定に際しましては、３年以内の農地転用許可の取得の見込みについて、より適切に確認を行

うといった必要があるのではないかということでございます。 

 具体的には、最後４つ目の四角に書いてございますけれども、先ほど申し上げましたけれ

ども、今回の調査結果を踏まえましても、農地転用の制度運用上、実際にはＦＩＴ認定がな

ければ農地転用許可を得ることが実質的に難しいといった回答もあったということでござ

います。こうした観点からも、ＦＩＴの認定申請時点において、先に農地転用許可を取って

くるということではなくて、ＦＩＴの認定申請時点におきまして、管轄の農業委員会に対し

て提出した農地転用許可の申請書の写し等の提出を求める中で、管轄の農業委員会に対し

て農地転用許可の申請が既に行われているということを確認することとしてはどうかとい

うものでございます。こうした中で、適切にＦＩＴ認定後３年以内に申請されたものがしっ

かりと許可を得ていくといったことを確認していくといった形にしてはどうかというもの

でございます。 

 繰り返しになりますが、先ほど申し上げたとおり、農地転用許可を得られていない中の９

割ぐらいの方々が、実際にはまだまだ申請にも至っていないという段階ということでござ

いますので、こうした中で、少なくとも申請を求める中で、認定後３年以内という中での農

地転用許可取得というところを実行たらしめるような、そういった形に実運用をやはり改

善していく必要があるんじゃないかというものでございます。 

 続きまして、地域活用要件の次の論点といたしまして、陸上風力などでございます。陸上

風力につきましての 2023 年度の地域活用要件、44 ページ目をご覧いただければと思いま

すけれども、50ｋＷ未満につきましては、当面は地域活用電源といたしまして、ＦＩＴ制度

により支援していくということご議論していただきまして、取りまとめていただいている

ところでございます。この 50ｋＷ未満の地域活用電源としてのＦＩＴ制度につきまして、

適用する地域活用要件の具体的な内容というところについての当てはめでございます。 

 昨年度、本委員会でご議論いただいていますとおり、地熱、中小水力、バイオマス同様に、

太陽光発電と比べて立地制約が大きいなどを踏まえますと、地熱や中小水力、バイオマスと

同様の要件を設定してはどうかというものでございます。資料の 45 ページ目に、こうした

水力、地熱、バイオマスの選択できる地域活用要件の例を示してございますが、こうしたも

ののほうが適切ではないかというものでございます。 

 以上が資料の２の関係でございます。 

 続きまして、資料の３をご覧いただければと思います。その他の論点というものでござい

ます。スライドにつきましては、本日は２つの論点がございます。１つ目はインボイスの導

入に伴う消費税の取り扱いというものと、あとは調達価格等の設定におけます発電側課金

の考慮というものでございます。資料につきましては、７ページ目をご覧いただければと思

います。 
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 ７ページ目でございますけれども、インボイスの導入前と後というところで、すみません、

若干おさらいになってしまいますけれども、再エネの大量導入小委でご議論いただきまし

たところではございますけれども、現行制度におきましては、１つ目の四角に書いています

とおり、買取義務者については、仕入れの事実を記載した帳簿および区分記載請求書の保存

を要件といたしまして、全ての認定事業者との取引において仕入れ税額控除ができるとい

うことでございますので、真ん中にイメージ図を書いていますが、買取義務者の方において

は、消費税に関する、本取引に関する納税額は０円という形になってございます。 

 一方で、インボイス制度が導入されますと、インボイス発行事業者との取引についてのみ

仕入れ税額控除が可能という形になりますので、インボイス導入後のイメージ図を見てい

ただきますと、インボイスを発行できない免税事業者などとの取引におきまして買取義務

者はインボイスを取得できないという観点から、当該取引分の仕入れ税額控除ができない

という形で、買取義務者においては、納税額が、消費税の仕入れ税額控除ができない分、消

費税の納税が発生するというものでございます。 

 こうしたところについては、制度変更に伴う対応に応じた措置が必要だということで、資

料の８ページをご覧いただきますと、これも大量小委でご議論いただいたところでござい

ますけれども、インボイス制度の導入に伴うＦＩＴ制度運用上の対応方針というところで、

特に新規認定の取り扱いのところで赤枠でくくってございますが、まず、インボイス発行事

業者として登録を促すというところでは当然でございますけれども、今後新規認定につい

ては、まず課税事業者がインボイス発行事業者と一緒に登録を行うことを認定要件とする

ぞということに加えまして、その上で、インボイス発行事業者と非インボイス発行事業者で、

買い取り価格における消費税の取り扱いについて区別して設定する方向で、算定において

検討することとするといったものが、取りまとめていただいているところでございます。 

 これを踏まえまして本日ご議論を賜ればと思ってございます。資料の９ページ目でござ

います。新規の認定の買い取り価格におけます消費税の取り扱いというものでございます。 

 １つ目の四角ですが、ＦＩＴの調達価格につきましては、再エネ特措法上、再エネ電気の

供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用を基礎として定めるとされ

ているところでございます。 

 こうした中で、これまで設定されている調達価格については、消費税の税率変更の可能性

も想定し、原則外税方式としていく中で、いわゆる 10ｋＷ未満の太陽光発電余剰買い取り

につきましては、消費税の納税義務がない一般消費者が主な認定事業者と想定されますの

で、ここについては内税方式としたものでございます。 

 なお、調達価格ということで言及しておりますが、※印で書いていますとおり、ＦＩＰ制

度におけますプレミアムというところにつきましては、広域機関が再エネ特措法に基き交

付をするというものでございまして、ＦＩＰの認定事業者が電力広域機関のＯＣＣＴＯに

対しまして何かしらの役務提供等をすることの対価は認められないということで、消費税

の課税対象外と、不課税ということでございます。従いまして、本論点につきましては、Ｆ
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ＩＴの調達価格に関する論点とご理解賜ればと思ってございます。 

 ３つ目の四角に書いてございますが、免税事業者には消費税の納税義務がないというこ

と、また、免税事業者との取引については、仕入れ税額控除ができないことにより、消費税

負担が、送配電事業者の、いわゆる送配電事業者などの買取義務者に発生するということを

踏まえまして、2024 年度以降の調達価格につきましては、その電源種や規模に関わらず、

インボイス発行事業者、いわゆる課税事業者につきましては、これまでと同じ外税方式とい

う形、また、非インボイス発行事業者、いわゆる免税事業者につきましては内税方式という

形、これはこれまでの 10ｋＷ未満の太陽光発電同様の取り扱いでございますが、このよう

な形に 2024 年度以降も調達価格については整理することとしてはどうかというものでご

ざいます。 

 なお、４つ目の四角に書いていますとおり、インボイス発行事業者もしくは非インボイス

発行事業者の該当が変わる場合には、上記のとおり消費税の取り扱いもそれに準じた取り

扱いにしていくという形でございます。これが１つ目の論点でございます。 

 続きまして、２つ目の論点といたしまして、発電側課金の考慮に伴う方向性というもので

ございます。資料は 11 ページ目をご覧いただければと思います。 

 発電側課金に関しましては、既認定のＦＩＴ・ＦＩＰについては、１つ目の四角に書いて

いますとおり、調達期間の終了後から発電側課金の対象とするということでございます。一

方で、新規のＦＩＴ・ＦＩＰにつきましては、調達価格・基準価格等の算定において考慮す

る形で 2024 年度に導入することとされているところで、今現在関係審議会でも議論をさら

に強めているところでございます。 

 ２つ目の四角に書いていますとおり、これまでもさまざまなご議論賜っておりまして、新

規のＦＩＴ・ＦＩＰの調達価格、基準価格の算定におけます発電側課金の考慮に当たりまし

ては、これまでの関係審議会におけます議論を踏まえまして、既に以下の方向性が示されて

いるところでございます。 

 具体的には、①と書いてございますが、発電側課金により、発電事業者の費用負担が増え

ることを踏まえ、発電側課金を「事業を効率的に実施する場合に通常要すると認められる費

用」として扱うということでございます。 

 また、②、その際、調達価格や入札の上限価格が全国大で設定されていることから、エリ

ア別ではなく全国平均での発電側課金による費用負担の増加分を想定し、調達価格との算

定において考慮するということで、割引制度などの適用などについても考慮しないといっ

た整理をいただいております。 

 こうした方向性自体は引き続き適切だと考えられることから、こうした方向性で検討を

進めることとしてはどうかというものでございます。 

 また、３つ目の四角でございますが、発電側課金の具体的な単価につきましては、各一般

送配電事業者から申請される託送供給等約款等に盛り込まれて、電力・ガス取引監視当委員

会におけます審査を経て設定される予定ということでございます。 
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 このため、2024 年度の調達価格等の算定におきまして考慮する、全国大で見て平均的な

発電側課金による費用負担の増加分の具体額につきましては、こうした各一般送配電事業

者からの申請内容を踏まえた電力・ガス取引等監視委員会におけます算定結果を踏まえて

議論することとしてはどうかというものでございます。 

 なお、４つ目の四角に書いていますが、なお書きですけれども、既認定のＦＩＴ・ＦＩＰ

におきまして、現在別途議論もされておりますけれども、太陽電池、太陽光発電の増出力が

行われた場合等には、適用価格が最新価格等に変更されることになります。もしくは認めら

れる中では容量按分による新しい価格の適用という適用という形になります。こうした既

認定のＦＩＴ・ＦＩＰにつきましては、調達期間等の終了後から発電側課金の対象とされる

ということでございますので、こうした価格変更の場合には、発電側課金による費用負担の

増加分を勘案しないと、要は控除した形で調達価格等を別途設定し適用することが適当で

はないかというものでございます。 

 以上、資料３でございまして、長くなりましたが、資料２と３に関する事務局からの説明

は以上でございます。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。それでは後半、資料の２、資料の３について、入札制、地域活用

要件と、その他の論点について、ご意見、ご質問、ご審議をいただきたいと思っております。

スライドの２の入札制、地域活用要件については、スライドの２のところに本日の議論のポ

イント、事項がございますし、スライド３については、お示しいただいたように、インボイ

ス制度に導入に伴う消費税の扱いと、そして調達価格の設定等における発電側課金の取り

扱いについてということになります。 

 それでは、委員の先生方からご意見を伺いたいと思います。もしよろしければ、また改め

て秋元委員からお願いをしてもよろしいでしょうか。 

○秋元委員 

 ご説明いただきまして、ありがとうございます。資料２、３ともに、たくさんの論点がご

ざいましたけれども、全て賛成いたします。 

 ただ、１点だけコメントを申し上げておくと、資料２の 42ページ目の営農型の太陽光発

電ですけど、前回、昨年も議論になったと理解していますが、期待が大きい一方で、なかな

か入ってこないと、認定を取っていないと、転用許可が出ていないということで、かなりこ

の辺りどうなのかなという感じは持っています。今回の事務局のご提案に関して賛成です

けど、またこの委員会で議論することではないんだと思うんですけど、これだけなかなか許

可が下りていないというのは、ポテンシャルとかはそれなりにあり、期待度も高いわけです

けれども、何か隠れた障壁、障壁といえば、言い換えればコストでもあるわけなので、隠れ

たコストみたいなものがあって、なかなか展開が難しいということもあると思いますので、

そういったところに関しても丁寧に、もうちょっと深掘って議論していく必要があるんで

はないかなという感じを持った次第です。 
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 場合によっては、全体の再エネの目標を満たすために、どこを注視すればいいのかという

ところの中で、本当にここに期待していいのかどうかという議論も含めて、全体を見ていく

必要があるんじゃないかなと思った次第です。繰り返しですが、論点に関しては全て事務局

提案で賛成いたします。以上でございます。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。それでは、安藤委員、お願いしてよろしいでしょうか。 

○安藤委員 

 安藤です。私も全体として異論はございません。細かい点で２点懸念がというか考えてお

かないといけないポイントがあるかなと思ったんで、そこだけお話ししたいと思います。 

 まず、資料２の 16 ページのところで、初回の入札容量はこれまでの平均で 105 というの

はよろしいかと思います。そして、17 ページで２回目以降は機動的に見直すということで、

前回の入札量が多い時には、あふれた分の応札が期待できるということで、次回は非落札量

の 40％を増やす、少ない時には容量を変えない。これは一見合理的な扱いだと思うんです

が、単純な思い付きで申し訳なくて、もしかしたら的を射ていないかもしれませんが、何か

戦略的な操作の余地がないのかということだけを懸念していました。 

 例えば、１回目の入札に落札しないような高値で大量に応札すると、そうすると２回目に

あふれた分が出るので、２回目の募集量が増えるとか、そうすると２回目に高値で落札でき

ちゃわないかとか、この仕組み自体が悪意を持ってというか、悪さを引き起こす可能性がな

いのかということはしっかり検討しておく必要があるのかなとは感じています。もしそう

いう余地がないのであれば、問題ないとは思いました。 

 続いてもう一点、先ほど秋元委員からあった話なんですが、42 ページのところ、農地転

用申請のところで、書類を事前にそろえた上でＦＩＴ認定に参加するということを求める

というのが、どのくらい事業者にとって負担になるのかというところに懸念を持っていま

す。 

 この農地転用申請の書類を全部そろえた上でＦＩＴ認定に受からなかったら、全部その

手続きは無駄になってしまうという観点から、これまでＦＩＴが通ってから準備すればよ

いというものだったのが事前に全て準備するというところが、かなり極端から極端に振れ

ているのかなということが気になっております。例えばもう少しマイルドな、ＦＩＴ認定を

受けたら１年以内に農地転用申請の書類をそろえることができないと認定取り消しとか、

何らかのもうちょっと３年以内というものを短くするなどということなどは検討されたの

かということについてお伺いしたいと思いました。私からは以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。それでは、大石委員、お願いできますでしょうか。 

○大石委員 

 ありがとうございました。ご説明いただいた内容につきましては、私もこの方向で別段異

論はございません。ただ、今、先生方がお話しされたように、幾つか気になるところについ
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て発言させていただきます。 

 まず、地域活用案件について 36 ページのところにまとめてくださっていますけれども、

確かにこれまでの議論の中にありましたように、なかなか調達価格を下げるという意味で

は、地域活用の案件というのは難しい面もありますけれども、そういう地域と共生していく

という特徴を生かして欲しいと思います。と言いますのも、再エネといっても、地域からあ

まり好まれない、逆に嫌われて実施できないものもあると聞いています。再エネを増やすと

いうところについてマイナスのお話も聞いたりするものですから、逆に地域の活用案件に

ついては、値段的には下げづらい面はありますけれども、地域としっかり連携していくとい

うところで、災害復旧などに役立つものを今後も進めていければというふうに思いました。 

 それから、今、お二人の委員がおっしゃられました営農型の太陽光ですね。これも以前か

ら申し上げていますように、私も大変期待しています。先ほどの食料との競合ですとか、農

水関連の話もありましたけれども、そういう意味で、今後足りなくなるであろう農業生産を

増やし、太陽光の発電が両立できるということで大変今期待されるものです。ただしその分、

なかなか今回のアンケート調査などを見ますと、まだ許可を出してない方が多かったとい

うところが大変残念あれました。 

 そういう意味で、関わる方たちの現場の意見というのはもっとしっかり聞いて、どういう

ふうに進めれば書類提出などが期日通りにできるのかと聞くと同時に、しっかり経過の状

況をこの委員会で見ていく必要があるのではないかと感じた次第です。期待できるだけに、

ぜひきっちりと進めていただきたいなと思いました。以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。それでは、松村委員、お願いできますでしょうか。 

○松村委員 

 松村です。聞こえますか。 

○髙村委員長 

 聞こえております。 

○松村委員 

 まず、資料２の安藤委員がご指摘になった 16 のところ、一般論としてご懸念のようなこ

とというのは常に考えなければいけないと思います。ただ、この制度の場合には、量だけじ

ゃなくて上限価格というのではかなり厳しく縛っている。この上限価格というのがない、あ

るいはノミナルなものだという時には、そのような懸念は非常に大きくなるということだ

と思いますが、この制度の場合には、あり得るから注視するけれど、そんなに高い確率で起

こりそうなことでもないというのも事実だと思います、それはかなり厳しい上限価格があ

るからということなんですが。そういうことになっているということなので、従って安藤委

員も正しくご指摘になったとおり、今回の提案に反対するものではないというようなこと。

このようなことというのも今後も考えていくということだと思いますが、念のために事項

的に見るということなんだろうと思います。 
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 次に、全ての委員が指摘している営農型に関してですが、確認させていただきたいんです

けど、ご提案は全くもっともで問題ないと思うんですが、ルールとして３年以内に許可を取

るということがマストになっているわけですよね。そうすると、これが３年以内に取れなか

った場合には、取り消しという格好になるのですよね。柔軟な対応をするつもりがあるので

あれば、事前によく説明していただいて委員の納得というのを得る必要がある。恣意的に勝

手に柔軟な対応をされないようにということをちょっと懸念しています。 

 ３年も時間があったわけですから、これから提出し、時間がかかって間に合いませんでし

たという説明の説得力は極めて弱いと思います。制度の最初から、そういうのをちゃんと出

して３年以内に取ることはきちんとルールとして定められていたことなので、それができ

なかったということであれば、速やかに取り消すというのは本来の筋だと思います。 

 ３年たった後で警告を出し、警告を出したんだけど、ずっと出なかったから、４年後、５

年後、６年後に取り消すなどというような、本来のルールでないような運用にならないよう

に、今から準備しておかざるを得ないのではないか。この状況というのを見れば、そのよう

に考えざるを得ないのではないか。そのようなことが起こらないように、農水省さんにもぜ

ひ汗をかいていただいて、制度の信頼を損なうようなものが大量に出てこないようにとい

うことをとても期待しています。 

 そもそもＦＩＴの認定がなければ許可が下りないというのは、それは農業委員会のほう

の問題なのであって、そうしないように変えてくれということを言う政策だってあり得た

と思うのだけれど、そんなむちゃなことは言わないで、本来は許可を得た後でＦＩＴ認定と

いうのは自然なのだろうけれども、曲げてこうしたということがある中で、これで３年以内

で取れないというのがあまりに多くの数が出てくると、政策の信頼性というのも失われて

しまう可能性すらあると思います。この点については、今回の提案はもっともだと思います

が、実際に今あるルールを厳格に運用するということもぜひお願いします。以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。それでは、私からも発言させていただこうと思います。 

 本日、この資料の２、資料の３でご提案いただいている内容については異論はございませ

んか。幾つか、他の委員のご指摘にも一部関わりますけれども、今後に向けてご検討いただ

きたいところ、お願いをしたいという点を２～３述べさせていただこうと思います。 

 １つは入札のところ、これは入札だけではないんですけれども、ご説明にもあったように、

ＦＩＴ・ＦＩＰ買取制度によらない導入というものが広がり始めて、今回は入札の量を決定

する際に補助金での支援の、補助金による導入の実績もお示しをいただいていると思いま

す。こうして見ますと、補助金もそうですし、それから今、例えばＰＰＡ、需要家主導にと

事務局からあったような買取制度によらない、そうした導入が今後広がってくる可能性が

あると思います。 

 そうしますと、買取制度の下での入札の量、それから価格を決定する際に、その導入の状

況についても、やはり把握をしておくということが必要になるのではないかと思っており
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ます。先ほど申し上げましたように、今回の提案についてということではなく、来年度に向

けた課題として、１つこの点を指摘させていただこうと思います。 

 それから、２つ目は地域活用要件についてです。スライド 36のところにありますように、

この間の事業規律の強化、検討会、それから実際に法改正も含めた検討を進めていただいて

いて、その上で地域と共生をする形での再エネ導入というのが、再生可能エネルギーの導入

をさらに拡大していく上でも非常に重要だということが認識、共有されてきているかと思

います。 

 今回、スライド 36 の一番最後でしょうか、書いてくださっていますように、地域共生型、

あるいは地域で活用する再エネの導入について、温対法の制度も含めて、どういう形で再エ

ネを拡大する事業規律を確保しながら、どう地域活用を推進していく要件の設定をしてい

くかという点について、さらにここに書いてくださっているように、検討をお願いしたいと

思います。これも来年度の課題かなと思っております。 

 それから、３つ目が、全ての委員からご指摘のあった営農型の地域活用要件ですけれども、

ご提案について基本的に賛成をしつつ、委員からもご指摘がありましたけれども、幾つかお

願いをできればと思う点がございます。 

 １つは、事務局の資料でもご指摘のように、これまで農地転用の制度運用上、認定がない

と許可が得られないと、許可を得るのが事実上難しいということがあって、こういう仕組み

を導入されてきたと思います。そういう意味では、今の従来の手続きからの変更となるので、

それぞれ農地転用の手続きを運用されている農業委員会のほうへの周知というものを、こ

れは農水省さんと連携して徹底をしていただくということが一つは重要かなと思います。 

 その上で、これも複数の委員からありましたけれども、今回、アンケートを採っていただ

いて、かなり実態も見えてきたというふうには思っておりますが、営農型の区分、これは農

業者のある意味では収入の向上という、あるいは新たな収入源にもなり得る、かつ限られた

土地を利用した農業と、それから発電事業の共生ということだと思います。そういう意味で

は、障壁が何かということについて、これは秋元委員をはじめ、ございましたけれども、こ

れも農水省さんと連携して、さらに一つの拡大の可能性のある分野として検討を深めてい

ただきたいと思っております。それから、大石委員から、引き続き進捗状況について、この

委員会に報告をしていただきたいというご発言があったと思いますが、私も同感でして、営

農型区分の進捗状況については報告を引き続きお願いしたいと思っております。 

 そういう意味では、その中に、基本的には農地転用について農業委員会のご判断だと思い

ますけれども、しかしながら一定の例えば申請書類、今回、申請を出すことで、申請の受理

の書類をもって認定するという方向へ手続きを変えるということですけれども、許可申請

の書類等々について、求めるものについても含めて、ある程度の標準化といったようなこと

もまた一つの促進の上の方策ではないかなというふうにも思ったりしております。この点、

先ほどの障壁は何かということを検討いただく中で、ぜひ農水省さんと連携をして、さらに

拡大のための方向性について検討いただけるとありがたいなと思っております。 
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 私からは以上でございます。 

 今の基本的なご意見は、事務局の提案についてご異論はなかったかと思いますけれども、

幾つかリクエストといいましょうかご意見がありましたので、事務局のほうから何かもし

お答えがあれば、お願いできますでしょうか。 

○能村課長 

 ありがとうございます。事務局でございます。 

 まず、安藤委員と松村委員からございました入札太陽光のところにつきましての初回入

札と次回、次々回のところでの不適当な対応が生じないようにと、引き続きよくフォローし

ていくべきだというご指摘、ありがとうございます。われわれもしっかりと入札の結果など

を含めまして精査してまいりたいと思います。 

 また、松村委員からも適切なご指摘をいただいたとおり、まさに今回のご議論でもござい

ましたが、上限価格での縛り、これはまた年４回ごと、各回ごとに回数が進行するごとに上

限のバーが下がっていくという形がまず１つありますのと、あともう一つが入札時におき

ます手続きといたしまして、一定の金額というものを保証金という形で納めていただくこ

とにもなってございますので、入札後に正当な理由がなく辞退される場合ですとか、そうし

た保証金の没収といったことなども、こうした手続きを適正にするための装置として機能

していると考えてございます。 

 いずれにしても、こうした上限価格のところを引き下げていくという、入札の回数等に応

じてやっていくということと、しっかり入札保証金などの納付に関する没収などの措置な

どを含めまして、しっかりと適切な運用をしてまいりたいと考えてございます。ただ、いず

れにしても結果をしっかりと分析してフォローしていくといった両委員からのご指摘は、

しっかりと事務局としても継続的にフォローしていく考えでございます。 

 また、複数の委員からソーラーシェア、農業用の営農型の太陽光につきましてのご指摘を

いただいているところでございます。 

 まず、農水省さんの多大なご協力もいただきながら、同じような問題意識を持っていただ

きながら、今回、調査ですとか今後の対応策につきまして、まずご協力いただいていること

はお伝えさせていただきたいと思います。 

 その中で営農型について、まさにそのポテンシャルと現実的な手続きというところとの

間で、現状このような状況が確認されているというところでございます。各委員からご指摘

のとおり、この手続きの残された１年間というところの進捗もしっかり注視していくとい

うことは当然でございますし、また松村委員からご指摘いただいたとおり、こうした３年間

の、認定後３年以内に手続きを取るんだということが大原則でございますので、資料の 42

ページに、すいません、ちょっと細かく書いてございましたけれども、米印で書いてござい

ますとおり、認定後３年以内に農地転用許可が得られない場合には、認定条件を満たさない

として認定を取り消すんだということが実務でございますので、当然、取り消しのためには

必要な行政手続き法上の聴聞等のプロセスを経ることになってございますけれども、こう
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した前提の下で厳格な運用をしてまいりたいと考えてございます。 

 そういう中で的確に農業委員会の農地転用許可が得られるようなさまざまな状況といっ

たところは、しっかりと農水省さんとも連携しながらフォローアップをしてまいりたいと

考えてございます。 

 その中で、今後、このような見直しをしていくというところに際しまして、安藤委員から

も、さまざまな選択肢がある中で、この選択肢を考えたのはどうしたのかといったご指摘も

いただいたところでございます。例えば委員からは、もう少し３年という期間を短くすると

か、いろんなやり方もあったんじゃないかというご指摘をいただいているところでござい

ます。 

 今回、資料の 41 ページでもご紹介したとおり、期間を短くしても、そもそも準備が２年

たっても策定中、または未着手というところが相当出ているというこの状況の中で、期間の

長い短いではなくて、しっかりと一定の準備をしていただくというところを、まずは一つの

考え方としてはどうかというところで、これも農水省さんにもご相談させていただきなが

ら、また農水省さんからもさまざまなお知恵もいただきながら、農水省の実際の実務、実態

を見ておられるところの感じ、また実際の営農型太陽光をやられている方々の状況なども

つぶさに教えていただく中で、現行の今回のご提案という形が一つの現実的な対応として

いいんじゃないかといった、そういったこともございました。 

 こういう中で今回、期間の長い短いとかではなく、一定の準備状況を確認するという観点

からは申請書というところを、実際に農業委員会のほうに出していただける申請書の実際

の申請というところまでのアクションをＦＩＴの申請時にも求めていくというところで、

事業者におかれての取り組みをしっかりと促していくということをまずやっていくことが

適切ではないかといった議論をさせていただいてございます。 

 こういう中で、まさに髙村委員からもご指摘いただきました、農業委員会におけますご理

解といったところも含めまして、これは本当に農水省さんのご協力もいただくことになっ

てきますけれども、まさにＱ＆Ａだったりとか考え方というところにつきましては、農水省

さんのほうからも農業委員会の方々への情報の提供ということもやっていただいてござい

ますので、こういう中で農水省とも連携しながら、しっかり適切な情報発信をしていくとい

うこと。 

 また、併せまして、髙村委員からは障壁というところにございました。ここはまさに営農

型に対する期待というところと、実際のプロシージャですとか、もしくは導入の状況という

ところを見ながら実際の障壁は何なのかということについて、このプロシージャ的な話な

のか、また別の要因なのかということについては、まさに営農型に対する期待というところ

との関係で、しっかりと分析をさらに高めていきたいなと思っていますし、またそれについ

ては本委員会、また大量小委などにつきましても、適切な場でさらにご議論を深めていただ

けるような、そういうことをしっかりと行ってまいりたいと思うので、その中で髙村委員か

らご指摘いただいたような標準化のようなものが有効な場合もあるかもしれませんですし、
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その障壁に応じました議論をしっかりと、その対応策といったことも、分析を踏まえて、農

水省さんとも議論を深めてまいりたいなと思ってございます。 

 また、最後の点でございますけれども、髙村委員から、入札太陽光につきまして、Ｎｏｎ

－ＦＩＴというところが増えてきている中で、導入量について、Ｎｏｎ－ＦＩＴのものにつ

いても、要は買取制度によらない導入量についてもしっかりと把握して、議論をしっかりと

全体像が分かる形でできるようにといったご指摘もいただいてございますので、これは大

量小委でもそうですし、本委員会でもそうですが、こうしたＮｏｎ－ＦＩＴ、買取制度によ

らないところの実態把握、またそれを踏まえたご議論というところについては、しっかりと

材料を、電力関係事業者の方々のご議論をいただきながらしっかりと行ってまいりたいと

考えてございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。委員の皆さま、あるいはオブザーバーでご出席の関係省庁からご

発言ご希望を追加で、あるいは新たにご発言ご希望、ございませんでしょうか。 

○大石委員 

 すみません、大石ですけれども、よろしいでしょうか。 

○髙村委員長 

 お願いいたします。 

○大石委員 

 ありがとうございました。今のご説明いただきました事業用太陽光の件ですけれども、今

後の調査の時に、地方自治体が、これにどのくらい関わっておられるかというのも、ぜひ質

問事項として聞いていただけるといいのかなと思いました。直接的には農業委員会に書類

を提出するということですが、温対法関連で再エネの推進区域の指定などもありますし、そ

の地域で進めていくという上では、市区町村といいますか、自治体の関与というのもかなり

大きくなると思います。ですので、自治体等との協働、それから指導を受けながら進めると、

もう少し進むのではないかなと思いましたので、その辺りも、もし今後の調査で聞けました

ら、ぜひお願いしたいと思います。以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。他に委員から、あるいは関係省庁から、ご発言ご希望、ございま

すでしょうか。 

○能村課長 

 事務局からですけど、よろしいでしょうか。 

○髙村委員長 

 お願いいたします。 

○能村課長 

 事務局でございます。今の大石先生からのご指摘につきましては、そうした点も、どのよ
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うな形で確認していくのがいいのかということも含めてですが、しっかりと検討をしてま

いりたいと思ってございます。 

 先ほど前半の議題の際に髙村委員から、バイオマスについても認定量が増えているとこ

ろについての要因は何かといった、すいません、ご指摘をいただいたのを失念しておりまし

たけれども、まさにこれも入札制度などの見直しなどによる一定の申請の加速化というこ

ともありますれば、まさにカーボンニュートラルの中で自治体の方々がさまざまな、温対法

に基づく取り組みもそうですし、カーボンニュートラル宣言をされているような自治体の

方々が、バイオマスですとか営農型のような、ある意味、地産地消的な取り組みも含めて地

域の資源を最大限活用していくんだという取り組みなども、当然そうした中に影響を与え

ているなというふうに考えてございます。 

 この辺は、どのような形でこうした認定量の増加ですとか、もしくは今回の営農型につい

てもそうですけれども、自治体の関与というところがうまくいっているところ、もしくはそ

うじゃないところとの関係であるのかということについても、いろんな重要なご指摘だと

思ってございますので、われわれとしてもどういう形でお伺いしていくのがいいのかと。わ

れわれ、立て付けはやはりＦＩＴの再エネ特措法でございますので、認定事業者の方々、皆

さま方のご協力の中で、さまざまなアンケートなどを中心にやっているというところがベ

ースではございますけれども、その中でもできること、また他のアプローチ、もしくは他省

庁の皆さま方のご協力を得ていく中でやっていくことなどもさまざまな観点がございます

ので、ここはカーボンニュートラルをしっかり関係省庁の皆さま方と実現していく上でも、

さまざまな観点というのは少し、われわれとしても自治体の関与を含めて把握しながら議

論に貢献できるような材料をしっかり準備してまいりたいと思います。 

 事務局からは以上でございます。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。委員の皆さま、それからオブザーバーの関係省庁の皆さまから、

ご発言ご希望ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、今、資料の２と資料の３に関わって、基本的にご提案

についてご了承いただけたと考えておりますけれども、ポイントだけ改めて確認をさせて

いただければと思います。 

 今、画面に出していただいていますけれども、まず入札制についてでありますけれども、

来年度、2023 年度の事業用太陽光の入札制度に関してでありますが、今年度と同様に 250

ｋＷ以上を入札対象とすると。そして、今年は既築について始めておりますけれども、地域

と共生可能な形での再エネの早期の導入を促すという観点から、既築建築物の屋根に限ら

ず、新築も含めて屋根設置案件については入札免除とするということであります。 

 それから、250～500ｋＷのＦＩＴ電源の入札容量、これについては 500ｋＷ以上のＦＩ

Ｐ電源の入札容量と比べると限定的になってきているということから、ＦＩＴ電源、それか

らＦＩＰ電源で区分を分けずに、250ｋＷ以上全体での単一の入札枠を設けるという提案に
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ついてご了承いただいたと思います。 

 その上で、募集容量については、先ほども少し委員の間で議論ございましたけれども、今

年度の入札結果を踏まえて 105ＭＷを基本とし、前回、その前の入札における入札容量を踏

まえて上積み、機動的に見直していくということであります。こうした事業用太陽光の来年

度の入札制導入については、こうした方針について異論がなかった、了承を得られたと思い

ます。 

 それから、来年度の陸上風力の程度についてですけれども、導入のペースの加速、そして

同時に競争性の確保ということを念頭に置いて、直近５年間の入札実績、それから今年度の

入札容量を踏まえて 1.0ＧＷを初回の入札の募集容量とし、その上で初回の入札において

1.3ＧＷを超える札入れがあった場合に関して、年度内に追加の入札を行うと。今ちょうど

スライドの 22 でお示しいただいている考え方で行うということについて、異論がなかった

ということであります。 

 その他、再エネ海域利用法適用外の着床式の洋上風力の上限価格について、事前非公表で

募集容量 190ＭＷという点についても確認がされました。 

 それから、バイオマス発電の入札に関しては、今年度と同様の設計とするということで、

ご異論がなかったと思います。 

 それから、大きく議論がありました地域活用要件についてですけれども、低圧の太陽光に

ついてでありますけれども、地域と共生をした導入の加速化に向けて温対法の認定事業

等々の活用も含めて、地域活用要件、それから温対法等の関連する制度の動向、それから事

業規律の強化に向けた対応の進捗等も見て、要件の適用条件について今後さらに検討を進

めるということ。 

 それから、営農型の太陽光について、本日、多くの議論をいただきましたけれども、アン

ケートの結果、本日、調査の結果をお示しいただきましたが、2020 年度認定案件の多くが、

まだ農地転用許可を行っていないという、申請もしていないということも含めて行われて

いないということの状況も踏まえて、農地転用許可の取得見込みをより適切に確認を認定

申請時に行う。そうした形で、管轄の農業委員会に対して農地転用許可の申請が行われてい

ることをＦＩＴ認定申請時点で確認するという方向での提案について、大筋異論がなかっ

たと思います。 

 ただ、この点については、さらに営農型太陽光促進に向けて、どのような対応が可能かと

いうことについて継続して、これは農水省さんと連携をしながら進めていただきたいとい

う要望が寄せられたと思います。 

 それから、陸上風力については、地熱、中小水力、バイオマスと同様の要件設定をすると

いうことについても、ご異議はなかったと思います。 

 最後、その他の論点、資料の３番目でありますけれども、新たに導入されるインボイス制

度との関係で、2024 年度以降の調達価格において、インボイス発行事業者は外税方式、非

インボイス発行事業者については内税方式とするという方針。 
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 それから、発電側課金に関して、これは 2024 年から導入予定でありますけれども、全国

単位で見て平均的な発電側課金による費用負担の増加分を想定して価格算定に織り込むと

いうこと。価格算定の際の具体的な水準については、各一層さん、一般送配電事業者さんか

らの申請内容を踏まえて、電力・ガス取引監視等委員会で行われる算定結果を踏まえて議論

するということの方針について、了承をされたと理解しております。 

 以上のような確認、了承、本日の議論を踏まえたポイントについて、特に問題がございま

したら、ご発言をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、入札、それから地域活用要件について、その他の論点

について、議論を以上とさせていただこうと思います。 

 これで今年度の委員会として、大きな論点について一通り議論をしてまいりました。従い

まして、次回の委員会におきましては、これまでの委員会の議論を踏まえて、今年度のこの

調達価格等算定委員会の意見の取りまとめを行いたいと考えております。従いまして、事務

局には、これまでの委員会を踏まえて資料の準備をお願いしたいと思います。 

 全体を通して委員の皆さま、あるいはオブザーバーでご参加の皆さまから、ご意見ござい

ますでしょうか。ご発言希望ございますでしょうか。 

 もしないようでしたら、本日の委員会の議事を終了してまいりますけれども、よろしいで

しょうか。 

 ありがとうございます。本日も大変熱心なご議論をいただき、どうもありがとうございま

した。 

 それでは、事務局から次回の委員会の開催について一言ご連絡をお願いしたいと思いま

す。 

 

３．閉会 

 

○能村課長 

 事務局でございます。本日も大変ご熱心なご議論、ありがとうございました。 

 次回の開催でございますけれども、今月末を目途の開催を予定しておりますけれども、ま

た日程が近づきましたら、経産省のホームページなどによりましてお知らせをさせていた

だきます。 

 事務局からは以上でございます。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。それでは、以上をもちまして第 83 回の調達価格等算定委員会は

閉会としたいと思います。本日もご出席、ご議論、どうもありがとうございました。以上で

閉会といたします。 

○一同 

 ありがとうございました。 
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